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明治大学社会科学研究所紀要

田中正 造研 究
一 直訴にみる政治システム認識と天皇観一

小 西 徳 腰☆

TanakaShozoandHisDirectAppealtotheEmperor
-HisPerceptionontheEmPerorSystemandthePoliticalSystetn-

TokuouKonishi

研究史と問題の所在

1901(明 治34)年12月10日,代 議士 を辞 して間 もない田中正造 は天皇 に対 して直訴 をお こなった。

この直訴は,前 稿 で指摘 したように,足 尾鉱毒事件 を分析する さい にも,田 中の思想 的展開(と りわけ

谷中村入 り後のそれ との対比 において)を 論 じるときにも無視 で きない もので あるω。けれ ども田中正

造 ・足尾鉱毒問題 に関す る著作がた くさん存在す るにもかかわらず,直 訴問題 に関 しては,こ れかち見

るい くつかをのぞけば,そ めほ とん どは田中が直訴 を した事 実を しるすに とどまっている。それ らの な

かで も直訴 の背景に まで言 及 している もの はさらに少 な く,し か もその背景 として,い わゆる 「亡国演

説」,川 俣事件以降の被害民 による運動 の状況,あ るいは議員辞職 との関連 な ど,か ぎられたも のをあ

げているにす ぎない。い まか ら紹介する小松裕が指摘 した ように,直 訴 を 「鉱毒事件 の側面か らのみ捉

え」る ものが少な くなか ったこ とは まちがいない。

いいかえれば直訴問題が,田 中正造 ・足尾鉱毒事件研究だけでは な く,近 代天皇制の問題 を考えるう

えにおいて も,さ らには広 く政治史や思想史の研究 上で も,注 目すべ き一大事件であ ったに もかかわら

ず,田 中が どの ような考 えの もとに直訴 にいたったのかについてはほ とん ど言 及されていない。当然の

ことなが らそこでは,直 訴の原因,直 訴の戦略 ・戦術的位置づ け,な らびに直訴 によって獲得 しようと

した成果に対 して も十分な注意が払 われていない。その理由 としては,1.直 訴にいたった ことを自然

なことと受け とり特別 な関心 をよせ なかった②,2.直 訴 じたいが勝手 な思索は もちろん感懐 さえも抱

かせ ないほどの大 事件だった,3.直 訴がみずか らの生命の危険 をかえ りみずおこなわれた壮挙であ り

論評の対象た りえなか った,・4.直 訴のあ と鉱毒被害 に対す る新聞報道や演説 会が活発 にな り直訴後の

状況 に関心が移った,5.直 訴後ほ どな くして田中が谷中村入 りす ることか らその思想 と行動 に論点が

移った,な どをあげることがで きよう。 また足尾鉱毒事件 の文脈のなかで は,直 訴後4カ 月ほど して内

'☆政治経済学部専任講師'`
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閣 に第二次鉱毒調査会が設置 され,最 終的 には谷中村の買収に向かって政府が動 きは じめたこ とも指摘

してお く必要がある。

ところで,誤 解 を恐れずにいえば,直 訴は各人の問題意識によっていか ように も解釈で きる問題であ

る。以下に見てい くように,'少 な くともこれ までは自由に解釈 されて きことは間違いない。 田中 自身が

直訴の理由を明確 に述べ ていないこともあ り,決 定的な証拠が なかったか らである。 くわえて,と りわ

け田中の 日記 にはご く短い文章(時 には単語や句だけ)で 書かれるこ とが しば しばあるため,多 様 な解

釈をます ます可能に して きた。この ような段 階にとどまるか ぎり,田 中の思想 も,足 尾鉱毒問題 におけ

る直訴の意味 も十分 に明 らかに されて きているとはいえない。

以下では,研 究史上,直 訴が どのようにとらえられて きたかを見てみる。ただ し各人の問題意識 によっ

て評価(直 訴の背景 とされるものや 目指す成果 など)が かな り異なっているため,ま た記述の分量 に大

幅 な差異があるため,こ こではあ えて論点 にしたが った整理 ・分類は しない。 このこ とは逆に,い かに

これ まで多様な認知がな されて きたかを明 らかにす ることとなろ う。

雨宮義 人は,田 中の帝国議会での発 言を引用 しなが ら論 をすすめ,つ ぎの ように書いている。・rr国賊

が今 日の政府 を取 って居 るとい う事 が愈分 りま した以上,其 の事 に決心 しなければならぬのでござい ま

す」 その事 に決心す るのが,残 された,唯 一の道 となって,現 われて来たのではなか ったのか。それか

ら先 は,ど うするかといえば,私 には判 らないとす るこの昏迷,そ して,現 実には答弁せず とい う冷酷

な政府大臣の態 度,正 造にある ものは,上 に天皇,下 に臣民,上 と下 との間にあって,そ の間の和 を致

す為政者の三者のみであるとす るならば,一 そ して,か の出流岩船挙兵への参加の志が,無 言の調べ

を奏でつづけている正造 であってみれば,い ま代議士 も辞 して,・'草 葬の民草 として,こ の亡国の運命

を先憂するお もいの到 る方は,何 方であ ろうか。 しか も正造は,十 年鉱毒問題の奔走で心身共に疲 れて

いる。尚江 も記 し,自 らも訴えているように,樵 悼 し果 てた老正造,た だ一つ ,・か き残 る火の如 くとも

る六十一歳の老齢の生命が,昏 迷 と憔悼の果て決意するもの,そ の残 る生命一つ を,最 後の もの を捨て

て,そ の祈 りと願い をききとどけ られん と求める方 こそ,た だ一・つ。 ここまでお もいつめれば,す でに

情勢 を離れ,た だその機会 を求めるのみ」(3}と。かな り情緒的な表現が 目立 ち,天 皇の位 置づ け も明確で

はないが.亡 国状況(鉱 毒問題 を通 して明 らかになったものであ り,こ の問題 もふ くむ と考え られ るが)

をただすことを目的 として,ま た田中をとりまく政治状況 もあ り,心 身的 に も,追 いつめ られた状況 の

なかで直訴 にお よんだ としている。

林竹二は,田 中の議 会活動か ら説 きお こし 「彼が議員 をやめたのは,政 治 とい うものあるいは議 会と

いう ものが,人 民 にとって死活的重要性をもつ問題の解決に何の役 にも立 っていない という以上は
,も

はや彼は議会に止 まることはで きない,と い う考え方をしているのです ,そ れで,彼 はそこで政 治を捨

てるわけですが・議 員を辞めた後,な お一つ,政 治的行動 に出た。それが直訴です。」 と記 してい る")。

直訴≒政治活動 と規定 を しているが,そ の政治活動が具体的に どの ようなものか とい う,直 訴のね らい

やその手法の意味 などについては まった く言及がない。

遠山茂樹は・直訴を 「窮余の策 と私は考えることはで きなきない」 と述べ ,「議員辞職後34・35年 の
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活動 は,知 識 人,宗 教家,学 生,婦 人の支援組織 の結成 と行動のためにはきわめて積極的に」お こなわ

れてお り,直 訴 は 「亡国 という情勢判断から生れていた」 ことをその理 由と して,つ ぎの ように結論づ

けている。「私の直訴事件 につい ての理解 は,あ まりに も意図的 ・計 画的に考 えす ぎてい るとの批判 を

うけるかもしれない。通説 は,正 造の純粋で衝動的な性格のあ らわれだ と見 るのであ るが,私 にはそ う

した一面のあること も否定 しないが,他 面で存外計算のある見 とお しをもつ,正 しい意味での政治家的

資質を,そ の書 いた もの全 体から感ずるのである。 自由民権運動の きび しい風雪 に耐 えてきた経歴 は,

それだけの素質 を育 てあげていたにちがいない押 と。遠 山は明確 に述べ ているわけではないが,世 論形

成 にこそ直訴の真の ねらいがあ った という。だが この結論が田中の直訴後の活動 も根拠 に した ものであ

るため,そ の「直感」は,結 論 としては筆者 も賛成す るものだが,い ま一つ説得力 に欠ける。直訴の さい

に田中が殺 されていればそ うした活動 はあ りえようがなかったか らである。

田村紀雄はつ ぎの ようにい う。 「正造 はこれ まで数十回,議 会内で天皇へ直接 請願す る機 会は,あ っ

たはずである。今回 もつい二 ヵ月前 に議員を辞職 していなければ,成 功裡に奏文 を天皇へ渡すこ とがで

きたであろう。それをなぜ,議 員 を辞 し,一 市 井の老人 として成功率の小 さい直訴を敢行 したのであろ

うか。 しか も生命の危険 を冒 してまで。正造 には,佐 倉宗五郎 のイメー ジがあったので はないか。上京

した農民のか な りの人数が成田の佐倉を訪ねて帰村 している し,農 民が正造 を宗五郎 に擬制するこ とを

正造は もっとも喜んだ。正造を義人 と称 した一因で もある。直訴 は したがって,直 訴文 を天皇の手許に

届けることは二義的な目的であ り,ね らいはむ しろ直訴 とい う行為そ のものにあ った と見 るべ きだろう。

その点 では,正 造の行為 と効果は計算 どお りであった と見 るべ きであろ う」㈲と。「直訴 とい う行為その

もの」 に計画性があった というのだ。 だが田中が念 入 りに奏文に手 を入 れた事実 をふ まえる と,「 天皇

の手許に届け ることは二義 的な目的」であった と簡単 に断定 して しまうこ とはで きないのではない か と

の疑問が生 じる。

中込道夫 は 「田中の天皇直訴 を,(1)彼 の革命的人民思想,(2)田 中正造 の足尾鉱毒事件に捧 げつ くす,

その論理 的帰結,心 理的 ・心情 的帰結,(3}政 治家 と しての責任倫理の行動化 としての帰結 とい う視点,

さらに④ それが 見事 に計算 しつ くされ た戦術 ・戦略的視点からの帰結であ った とみたい し,従 来の よう

な 『天皇 直訴』 にまつわる哀訴的 イメージを打破 したい」 とのべ,分 析 をお こなってい る。 そのなかで

「正造の天皇直訴 は,す べて を足尾鉱毒に賭 ける己れの主体的行動 による対抗権力構築のための捨石 で

あ り,こ の延長弾着地 に天皇 も存在 していたのであった。」 「基本的には人民,す なわち被害民 に対 して

政治責任 をまっとうす る極 限志向が天皇直訴であった といい うる。」 「天皇直訴の 直接 的な起 因の一つ は

『川俣事件」の経過の なかにあったので はなか ろうか」 と記 している"}。重層的な理由があったとい うの

だ。なおここではなぜ天皇 を対象 としなけれ ばならなか ったか につ いては述べ られていないが,別 の場

所ではつ ぎの ように書 いてい る。 「天皇直訴 は正造 にとってはや むにや まれぬ心情で もあったが,同 時

に国体否認論理 の帰結で もあった。心情 的問題 でもあ り論理的問題で もあった。(中 略)正 造は請願権

は人民の権利で あ り,こ の権利 は,神 聖にして侵す可か らざる天皇 も当然対象にな りうる し,そ の権利

が官権 によって圧せ られれば られるほ ど天皇はその責任があるはずである と考える。一 直訴 は神格天
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皇に対す るものではな く地上の責任ある大 日本帝 国憲法 下の大権を もつ天皇に対 しての もので,そ こに

はは っき りと責任の追及が感 じられる」('}とい うのだ。 これ らを総合 してみ ると,き わめて興味深い指摘

が数多 くな されている といえるが,は た して 「国体 否認論 理」 をもっていたのか,天 皇への「責任 の追

及」があったのかなどについては十分な吟味が必 要であろ う。

東海林吉郎 は,田 中に とって直訴は純粋 に「戦略」的 なものだったと主張す る㈲。菅井益郎 との共著 の

なかではつ ぎの ように書いてい る。「田中は,第 四回大挙東 京押出 しが弾圧 によって挫折 したため,達

成 しえなかった課題 を担 うもの と して,密 かに天皇への直訴 を決意 していた。 だが田中のそれは,天 皇

の慈悲 にすがって鉱毒事件の好 転 をはかろ うなどというものではない。天 皇への直訴 とい う社会的な衝

撃 をねらい,そ れによって報道機関を動員 し,世 論の沸騰 に点火 し,川 俣事件以降の退潮過程 をたどる

鉱毒反対闘争の活性化 をはかるとともに,政 府の譲歩,転 換 を引 きだそ うとす るものであ った」鱒と。東

海林 による一連の論文は,直 訴 にいたる計画過程 を分析す ることで田 中の戦略性 を展開 し,そ の後の研

究史 に大 きな影響 を与 えるこ とになった。た とえば由井正臣鋤や山本武利的は,東 海林の考 え方を受容 し

てい るか,同 様の考 え方 をしてい る。

これ らに対 し,近 年,直 訴 問題 に焦点 をあてて分析 をおこなっている小松 裕は,つ ぎのように しる し

ている。「田中正造の天皇観か ら直訴 を照射 してみる と,(中 略)思 想的動揺 ・転換期において,立 憲政

治に対する失望 の深 ま りからと,鉱 毒被害の深化 を前 に,被 害民の早急 な救済 を求める気持 ちか らとの,

二つの流れから天皇観の昂進現 象が際立 って見 られ たことが指摘で きる。その意味で,こ れ までのよう

に直訴を鉱毒問題 の側面からのみ捉 えることは誤 まりだと思 う。それ と同時 に,立 憲政 治の機能回復=

憲法の蘇生 とい う観点か らも直訴 を捉 える必要があることを強調 してお きたい。的」「正造は,「 九重の雲

深 き辺 りには斯 くまでの事件 も御上聞に達せず』(中 略)と 判断 したか らこそ,r最 後の手段」 と して直

接訴 える とい う非常行動 に出たので ある。そ して,r直 訴状 』にお いて 『帝国憲法 及ビ法律 を正当二実

行」(中 略)せ しむるこ とを天皇に要請 している ように,被 害民 の救済 を求める ことが,同 時に,憲 法

第二七条(私 有財産件うや 日本鉱業 条例(鉱 業停止条項)な どの 『正当」 な実施を通 した憲法 の蘇生,

人権の保障,立 憲政治の機能回復 をはか るこ とであった ことを,私 は重視 したい。そう した ことも含め,

全体 として,第 九条に よる勅令発行 と内閣員の督責 という天皇の行為が期待 されていたのではなかろ う

か。4」。小松が主張 していることは,い まみてきたように,漠 然 とした形では多 ぐの人たちによって唱え

られて きたことだが,き わめて明確 な形で指摘 されたこ とに意義 があった。 なお小松 は別稿で,「 直訴

の目的が世論喚起 と鉱毒反対運動の活性化 にあったことは間違いない として,そ こに天皇への期待があっ

たかどうか……。東海林論文が発表 されてか ら,直 訴の 目的については,ほ ぼ東海林説が踏襲 されて き

た。 しか し,東 海林氏 が正造 に天皇への期待がなかったとするのは,正 造が一貫 して天皇の存在 を否定

していた共和制論者であった とい う,氏 独 自の正造像 に基づ くものなのである。だが1正 造の生涯 をな

がめわたしたとき,こ と直訴 に至 る時期 に神話的な天皇観が異様 に高揚 していることが,史 料的にも確

認 で きるのである。 とすれば,何 らかの期待があって もおか じぐはないのではないか。 その ように考え

た私 は,正 造は天 皇に対 して勅令 を発布 して被害民 を救済することを求めたのではない か,と い う仮説
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を,正 造が残 した史料を もとに提 出 したことがあ る」σθとも述べている。

以上か らわかるように,一 部繰 り返 しになるが,論 者の問題意識 によって使 われる史料やエ ピソー ド

は もちろん,1.直 訴 を必 然化す る足尾鉱毒事件 にお ける背景 ・原 因,2.田 中の個人的事情(政 治

的 ・身体的理由),3.田 中が天皇 に求め るもの(期 待 ・責任追及な ど),4.田 中が直訴その ものに求

める もの(世 論喚起 ・亡国状況の打破 など)に 対す る評価 や とらえ方が大 きく異 なっている。 史料の

「不完 全 さ」(史 料の多様 さとその一つ一つがいろんな解釈を可能 にする とい う意味で)が,論 者の さま

ざまな問題意識や評価 と一緒になって,数 多 くの組み合わせ を作 りだ して きたわけであ る。

可能性 としてみ るか ぎり,い ま見て きた主張の多 くは安易に否定 されるべ きではない。人が何かの行

動 をす るときは複数の動機 を持 ちうる し,運動 をすすめるうえで(そ れが困難 な ものであればあるほ ど),

求め る成果 も,将 棋の 「大手飛車」 のように最善 と次善(と きには三善,四 善)を 志 向す るの も当然だ

か らであ る。

だが それぞれにつ いて簡単 に言及 したように,「 動機」や 「背景」 を部分的に説明 しただけの ものや,

十分 な説明が ないため説得力に欠ける論が少な くない。た とえば,何 人かがすで に指摘 している ような,

世論喚起 を目的 とし,こ れ をもっ とも有効な らしめ るために直訴 におよんだ としたばあい,は た して田

中は世論の盛 りあが りで最終 目的 である鉱業停止が実現で きる と考 えていたのか との疑問が生 じて く

る。直訴以前 に世論 は何度か盛 りあが り,直 訴直前 において も新 聞や講演会な どを通 して鉱毒 反対運動

はひ じょうに活発 になっていた。直訴 によって これ を一段 と強化 しようとしただけなのだろうか。議会

で執拗な まで の追求をお こなった田中が,世 論だけで問題が解決 されると考えていた とは筆者には想像

しがたい。 こ うした疑問 は同時に,天 皇への 「期待」は どのてい どの ものだ ったのか(あ るいは期待 は

なかったのか),ま た議員辞職 との 関連は どうだろうか との疑問 に もつ ながる。「王手飛車」の ような,

重層的戦略 ・戦術的志向はなか ったのか。 もっと多面にわたる,相 互 に合理的説明が可能な理 由が提 示

されなければな らない。

ところで前稿で指摘 した ように,既 存の研究 には史料の誤読 や重要 なセンテンスの見逃 しと考えられ

るものが少なか らずあ る。見逃 しの もっとも顕著 な例 と して,直 訴 から1週 間ほ どたった12月18日 に

田中が妻 のカツに宛 てた手紙の一部 を見てみる鵠。

正造ハ今 よ りの ちハ此世 にあ るわけの人 にあらず。去る十 日に死すべ き筈の もの二候。今 日生 命

あ るのハ 間違二候。誠 に無余儀次第二候。当 日ハ騎 兵の内一人馬 より落ちたるものなけれバ,此

間違 もな くして上下の御ため此上な き事 に至 るべ きに,不 幸に して足弱 きため に今 日まで無事 二

罷存候。此 間違ハ全 く落馬せ しものあ りての事 ならん とも被考候

正造が死 を賭 して直訴 をおこなったこと,さ らには新 しいと り組 み(谷 中村入 り)の 前触れ ともなる

内容か ら,こ れまで何度 も引用 されてきた,田 中正造 ・足尾鉱毒事件研究のなかではもっともよく知 られ

ている史料の一つである。だがい ましる したことは史料の前半か らわかることで,管 見のか ぎり,そ れに
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っつ く 「上下の御 ため此 上なき事 に至 るべ き」 とい う個所 には まった く注意が払われて きていない。

当時 の田中の用法か らする と,「 上」が天皇 をさす こ とは まちが いない(第3章 第3節2参 照)。 「下」

は人民,す なわ ち直訴当時の田中の用法では臣民お よびこれ に包含 される鉱毒被害民である。直訴が う

まくいったなら,天 皇 と人民 ・被害民に 「この上 ないこ と」 になったというのだ。た んに 「下」だけで

はな く,天 皇 にとっても良かったはずだとい う点は十分 に注 自され なければな らない。 もちろん現段階

では これ以上の ことを示 しているわけではない。だが,本 論で述べ ることとあわせ ると,こ の部分が意

味する ところは きわめて大 きい。なお当然のこ とではあるが,手 紙のこの部分 は天皇が直訴文 を無視す

るのではな く,何 らかの行動 をす るこ とを前提 としている点 も指摘 してお く。

い まの段階では限 られた ものではあるが手紙が意味 するこれ らの ことをふ まえると,多 くの論者か ら

仮説 として提示 されたままになって きた問題 に一定の評価 を与えることがで きるとともに,直 訴 にかか

わる他の 史料 の読 み方 も変 わって くる。 これ によって,直 訴に込め られ た 「意図」,お よびそれが持 つ

「意義」がい っそ う明確 になって くるはずである。

そこで本稿では,な ぜ天皇 に対 して直訴 をお こなったかを明 らかにすることを課題 として,田 中にとっ

で天皇は どの ような存在であったのか,つ まり彼の政治思想,よ り具体的 には天皇 を含む国家の権力構

造(立 法・司法 ・行 政など)を どのように とらえていたのか をさぐることにする。第1章 で は,直 訴の原

型と して 「六角家払好運動」を分析する。 この闘いは,田 中がは じめて経験 した政治闘争 であるばか り

でな く,田 中や農民たちが とった闘争パター ン(戦 術 や要求事項 などとともに,そ の前提 としての権力

構造の認識 をふ くむ)が じつに興味 ぶかいか らであ る。第2章 では川俣事件に発展することになる,第

4回 の大挙請願運動(押 出 し)を 分析する。 それ までの3回 の押出 しと異な り,田 中が全面的 にかかわっ

たこの運動は,議 員歳費辞退 や議会での演説内容 などとあわせてみ ると,田 中が当時なにを問題 ととら

えていたかを明 らかに して くれ る。 また川俣事件の裁判過程 を見 ることで,田 中の権力認識がいっそう

明確 になるはずである。 第3章 では,川 俣事件以降 における被害農民 たちの運動の状況 をさぐる とと も

に,い ま見 た妻へ の手紙 の前提 となる田中の天皇観 について分析す る。 これに よって直訴 を必然化す る

条件が明 らか になる。 さらには直訴状 その もの も分析する。 これ らによって彼の 天皇観 ・権力構造認識

が説明 されるはず である。

なお以下で は,根 拠の乏 しい推論 を避 けるため,田 中の帝国議 会におけ る主張や 日記や書簡な どにあ

らわれ たf真 実」にしたがい論 をすすめることにする。このため引用(と くに 『田中正造全集』。以Fr全

集▲ と表記 し,巻 数 と必要 にお うじて頁数 を付記する)が 多 くなることをあ らか じめ断ってお きたい。

また本稿中の引用史料 ・文献は,煩 雑 になるこ とを避けるため,そ の旧漢字 を新漢字 に改め るとともに,

付点 をと りのぞ くこともあわせ て断 ってお く(し たが って引用文の付点はすべ て小 西による)。
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第1章 六角家払好運動

第1節 六角家払軒運動の推移

六角家払好運動 とは,一 般 的には 「六角家騒動」 と して知 られている鯛。 この運動が 目指 した ものは,

領主 ・六角家の政弊改革,お よび六角家の用 人らに破壊 された村 内の 自治慣 行の回復 であ った。 これ は

幕末期の1863(文 久3)年 末か ら明治初年 にい たるまでつづ けられ,六 角家領地の うち下野 国にあ る

7村 が参加 し,20歳 代の 田中正造 が名主 としてかかわってい る。運動 の経過 は,「 読売新 聞」 に1895

(明治28)年9月1日 以降,計58回 にわた って連載 された 「田中正造昔話」(以 下,「 昔話」)の なかに

「六角家払好始末」(9月4日 か ら計14回)と 題 して紹 介された(『 全集』第1巻)。

もちろん この 「昔話」 は後年 に書 かれたものであ り,田 中が思想 を深化 させ るに したがい新 しい概念

を身 につけ,こ れによって表現方法が変化 した ことが考え られるため,新 聞中にあ らわれた用語や論理

を払好運動当時の ままの もの と して受 け とるには注意 を要す る。 だがその内容 は じつ に興味ぶかい。 こ

の闘いのなかでみせ た戦術や論理,行 動パ ター ン,さ らには田中 白身が思 い描いていたリーダー像 を見

てみ ることにする。

なお,数 は多 くないが,こ の払好運動 にそのこの鉱毒問題への対処の し方の原型 ・類型を見出 した著

作 や研究 は これ まで もあ った樋。 けれ ど もこの運動 にみ られた闘いぶ りは,田 中のその この政治運動

(県議 会議 員時代 の活動 もふ くめて)に 見 られるにどどまるだけではない。 まさに 「直訴の原型」 とい

える ものだ ったのである鯖。

この 「原型」 を浮 き彫 りにするため にも,長 くなるが 「昔話」にそ って,田 中正造 と父 ・富蔵,お よび

農民指導者に注 目して この運動の経過 を概観 してお きたい(引 用文のあ とに付 したアルファベットは筆者)。

1862(文 久2)年 に林三郎 兵衛が六角家の筆頭用人 とな り,そ の一派が主家 の財産 を私 しようととし

たこ とに問題 は端 を発 した。林 は まず12歳 の幼君が結婚す るにさい して屋 敷の普請をお こなお うと し

た。業者か らの賄賂(工 費の3～5割 が当時 の相場)を 受け とるこ とをね らったのだが,こ の普請 は名

主 ・正造 と割元 ・富蔵,お よび用 人 ・土屋 らの反対に よって見合わせ になった。 だが このことで復讐心

を もった林 らは,農 民 と富蔵の離 間策 をめ ぐらし,つ いにはそれ までは自治的慣行 によって公選 されて

いた名主 グループに自分た ちが選 んだ官選の者 を入れたので あった。 これ に対 し正造は 「大 に領主に向

て糺す所あ らむ」 とした ところ,富 蔵か ら 「汝其位 にあ らず して其政 を議す るの癖 あ り,甚 だ善か らず,

縦令林等如何 なる悪計 を運 らす も,上 に明君の在 るあ り,汝 謹で復た議す る莫れ」(A)と 戒め られた。

この忠告 に納得で きない正造 は,富 蔵の不在 を見計 らい,領 主に上書 を したためた。その趣 旨は,「 領

内行政上の先例 を擁護す るの当然 の職分 なる所以 を説 き,林 三郎兵衛の如 きは先例 を知 らざるのみ なら

ず,往 々破壊 を企 てむ とす るの為あれば,明 君速かに大英断 を下 されむ ことを請ふ」(B)も のであ っ

た。この上書が もとで正造 はただちに職 を奪われることとなった。 このため 「村民等 は之 を以て好党不

法の処置 に因せる もの とな し,憤 慨相率 ゐて各処 に集 ひ,不 穏の挙動 に訴へて迄 も」`正造の 「冤 を解か
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ず むば止 まず との議決 をな して漸 く江戸屋敷 に迫 らむとしたれば,屋 敷 も亦少 しく悟 る所やあ りけむ」,

「復職の命は程 もなく下」(C)っ たのであ った。なお この間,正 造は旅先の富蔵か らr縦 令 自分 は如何

様 に相 成候 共殿様 に御心 配奉相掛儀 は甚 だ恐 入候 間善 き も悪 しき も只 々御 上の仰せ に従 ひ可被 申候

云 々▲ との手紙 をもらうが,「 父の此の説諭は毫 も予が膀に落ちざるを以て一 も其意に従ふこと」(D)が

で きなかった。

そのこ領主の死去 にともない林 らは土 木工 事 を竣工 しお えるとと もに,官 選の名主 た ちに対 して富

蔵 ・正造 に辞表 を出 させ ることを求めた。腐敗の実態を知 り,今 後 その しわ寄せが 自分たちに くるこ と

を悟 った官 選名主 たちは,払 好運動 をすすめる うえで,富 蔵 ・正造に辞表 を出す ことをすすめる。 「局

外の地 に処せ ら」れ ることを望んで田中父子 は辞表 を出す。官選の名主た ちがこの間の事情 を他の名主

や百姓 に話す と,「益 々激昂 し,一 命に掛 けて も直訴 に及ばむ と迄轟め」(E)き,最 終的 に,政 弊改 革

の書 を7百 余名の農民の連署 とともに江戸屋敷 に提出するにいたる。だが正造 らの辞表 は却下 され,し

か も政弊は改 まらない。このため正造 は農民 たちに向かって現状の問題点をあげ,つ ぎのように語 った。

「此の如 き悲境 に立至 りたる所以の もの固よ り好臣の罪悪 に帰せ ざるべか らず と雌仰 も亦上に赫 々の光

明あ りて好臣等の胆為 めに寒 きを致すの君主 なきに因 らず むばあ らず伏 して願ふ各位の力 に依て恐れ な

が ら幼君へ御退隠 を勧 め奉 り賢明なる第二の君 を推戴 して御家督 あらしめ奉 らむことを而 して彼れ好党

の輩 は勿論之 に附随せる俵 人椚 をば悉 く門前払 とな し君側 を清めて以て御家 を泰山の安に置かむこと是

れ予が宿望 に して又先君 に対す るの微衷な り」(E)と 。さらにこれにつづ けて,「 我 々の志 は鉄石の如

し父子辞表 を呈 して今や却 下せ らる恰是れ砂 上に文字 を画 くが如 し是れ より後は只 だ精神 を頼むのみ此

辞表の如 きは片時 も予等の左右 に置 く可 きものにあらず』(F)と,再 度辞表 を提 出す るにいた った。

団結 をかためた農民 たちは,「 訴件 及び戦略上の大将」 「領内の参謀」 「会計方」 な どの部署を もつ組

織 をつ くりは じめ るとと もに,運 動指導者 らは 「徳川氏の時代領民領主 を訴へ て,勝 を制 したるの先例

な し,此 処 は一番 奇計 を運 らすべ きの点 ならむと,(中 略)迂 曲の道 を取 り,先 づ領主の親族へ訴ふ る

の方略」(G)を とることに した。 とい うの も,領 主の特 権 として自由に牢獄 を作 った り裁判 を した り

することがで き,運 動が弾圧 される恐れがあ ったのであ る。 この ため農民 たちは林 らと正面か ら対峙す

ることをひかえ,六 角家親族への告訴,投 書 ・貼訴な どの運動 を展 開 したのだった。 この間,正 造 ら親

子 は 「間接 に人心の収撹 を力め,傍 ら江 戸屋敷 に於ける正義 派の団 体を作 らむと試み」(H)て いた。

父子は辞表の受理を催促 していたが,こ れ を認 めると百姓 らが激昂す ると考 えた林 らは,留 任の勧告 を

す るにとどまらず,正 造 を割元 に昇進 させ ることで懐 柔 しようこころみたのであった。結果的には,辞

表が受理 されない正造 らが 「一層激烈なる表(敢 て辞表 といはず)を 上 り」(1),林 らを攻撃 したこと

か らついには辞職が認め られることとなった。

ところが林 らは運動の指導者 たちをつか まえようとしは じめた。農民 たちが 「棍棒鋤鍬 の類」 をもっ

て守 ったため指導者のほ とんどは難を逃れ ることがで きた。幕府が崩壊 し当事者能力 をな くす なかで,

運動の直接指導者たちは,東 下 して くる官軍 に 「言上」するにお よぶ。 これによって林 らは とらえ られ

ることになった。 ところが林た ちは1ヵ 月後釈放 され,反 対に運動指導者たちを投獄 した。その同志た
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ちが殺 されるか もしれない と考えた正造は,早 急 に水戸 ・天狗党の力をもって救い出そうとしたがはた

せず,か わ りに六角家の親族 を経 て,本 家であ る京 都 ・烏 丸公へ 「弾劾的嘆願書」賃を奏呈 しようとし

た。「昔話」のなかで,記 憶 をた どりなが ら13項 目を列挙 している(こ こに興味深い7項 目を,.便 宜上

番号 をつけて抜 き出 してお く。 第i項 目以外 は運動 を直接指導 した者 たちが言上 した もの とほぼ同 じ)

(J)。

1.好 賊林三郎兵衛幼君 を蔑如 し御領分村々総代藤七藤吉両人を捕縛入牢 申付候 は邪悪復讐 にて此上

如何 なる残虐の処置致候哉難 斗候事,

2.三 郎兵衛時節柄 を顧みず,幼 君を欺 き奉 り御先代御質素 を以 て御貯被遊 候大切 の御用途金 を以 て

無用 の土木 を起 し候事

3.御 領分内苗字帯刀以下新 に挙げ らるミ役 人は選挙投 票 を以て御定めの先例 に有之候所三郎兵衛 の

取計 を以て御専断に御領主 より御申付被遊様相成候事

4.旧 来の名主 ・組頭 ・百姓総代 ・五人組 中の高持等連署を以て数々御家政改革 を願出候 も御採用無之

事

5.故 な くして名主茂市 を入牢せ しめ強て勝手の書面 を取候事

6.右 の次第に付三郎兵衛以下関係の者共を厳重御処分の上御当主様御暗君の趣 に付奉恐入候得共御

隠居被遊御次男様 を以て御家督被遊度候事 ・ ・

7.御 親類様 より御人選を以て役 々御定 め被為遊度候事

結 果的 には,こ の願書は烏丸公の もとへは届かず,か えって正造が捕 らえられることとなった。これ

に よって正造 は 「三尺立法」の牢 に閉 じ込め られる ことにな ったが,最 終的 には新政府の裁 きによ り

「一家残 らず,領 分永の追放」 が命 じられるにいたった。以 とが経過である。.

ところで この運動中,正 造 は勤皇論者だ と触れ回 られたことがあ る。林 らがはなった農民 と運動指導

者た ちの離間策 の一つであ った。幕末の関東では,水 戸以外,「 勤 皇論 を唱 ふる者あれば,目 して謀反

人な りとす るの風習 」があ ったのである。 この点 に関 し正造はつ ぎの ように述べ ている。「一旦此 うと

思詰 たる身の時 に或 は顕はれたる働 きに於て前後相応せ ざるが如 き個処 もあ りなむ,出 流 山の挙に一朝

の露 と消 え失せ たる亡友の事 を想 ひや りては,我 しらず勤 皇論の本音 を吹 きなが らも,幕 府の腰抜侍等

が随態 見るに足 らざるものあるに遭 ふては,自 ら任 じて火の如 き佐幕派 ともなる杯,一 見妙 に見 えて正

造には本領がないのか しらと思はる ミ節 も多かめれ ど,其 れ には種 々込み人 りたる事情の存す るあ りて,

此の種 の境遇 を経 来 りたる人は容易 に個中の消息 を知悉すべ ければ,今 敢て 弁ぜず」(『全集」 第1巻,

32頁)と 。第3章 で分析をお こなう,田 中の天皇観 をさぐる うえで興味ぶかい内容である。

第2節 合法活動 と 「直訴」

いま概観した運動の推移をもとに,正 造および運動を主体的に担った指導者たちが展開した運動の論

理 ・行動パターンを見てみる。付言 しておくと,正 造 と他の指導者たちの論理展開や行動様式を判別す

ることが困難な状況 も少なくないことから,時 代状況のなかで共有されていたものがかなりあったと想
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像 される。

1.上 書 ・弾劾的陳情書の提 出

a内 容

正造 および農民 たちは問題の解決 をもとめ,数 度にわた り書状 を提 出 している。 ここではそれ らに盛

られ た内容 の うち,君 主のあ りように関する ものをのぞいて(第3節 で詳述),何 が要求 されているか

を見てみる。

(B)が 盛 られた上書が示す ように正造は,先 例 を擁護すべ き立場の者が これ を知 らないばか りか,

しばしば先例 を 「破壊」 する と指摘 して いる。 いうまで もなく先例は,農 民た ちに とっては慣習法 とも

いうべ き,一 種 の 「法律」 に他 ならない。つ まりそれは,自 治的慣行 もふ くめて;自 分た ちの生活の安

寧 を守 って くれる ものであ る。それが破壊 された事実 を指摘 し,改 善 を求めたのであ った。(B)が 出

された段階では まだ,正 造 と林 らの対立が鮮明 になっていないため具体的な問題点 の多 くが明確 になっ

てお らず,正 造が求め るものは大 まかな ものだが,先 例擁護の要求 をおこなったこ とには注目 してお く

必要がある。

つ ぎに(J)を 見てみる。前節に紹介 した弾劾内容 はそれぞれつ ぎの点 を問題視 している。す なわち,

1.「 邪悪復 讐」 として逮捕 ・拘 禁に関す る法的手続 き,2.「 大切の御用途金 を以 て無用の土木 を起 し」

た として財政の破壊,3.「 役人は選挙投票 を以て」選 出 されて きたにもかかわ らず恣意的 に選ばれた

と して,選 挙 システム ・自治的慣 習の破壊,4.「 連署 を持て御家政改革 を願 出候 も御採用」がない と

請願の無視,5.「 入牢せ しめ強て勝 手の書 面を取」 った自白の強要,で あ る。つ まり,法 律 ・行政 ・

財政 ・自治などにかか わる,広 範 な政治 ・統治 システムが破壊 されている現状 を問題 に していたわけで

ある。

b提 出先 と表書 き

い ま見た内容の書状がだれ に提出 されたかを,書 状の表書 きとともに見てみ よう。これ らが正造や農

民た ちの権力システムを どの ように認識 してい たかを示 して くれるか らであ る。

(B)は 正造が領主 に対 して直接提出 した ものであ る。表書 きが実際にはどの ような ものであったか

はわか らないが,(1)か らわか るように 「表」 と 「辞表」を明確に区別 してい ることを考 え合わせ る

と,「 昔話」 中にある ように 「上書」 と書いた と考 えるのが 妥当ではないだろ うか。少 な くとも,内 容

的 にも,哀 訴的な表記の上書 きでなか った ことはまちがいなかろ う。 なお領主 にこれを提出 した ことが

もつ意味については第3節 で述べ る。

(J)に ついて指摘 してお くべ きこ とは,こ れが六角家の親族の手を経 て,京 都 にある本家に対 し提

出 されようとした点である。先君の死去後,そ の後を継いだ君主が若 いため,本 家の力で改革を させ よ

う としたのであ った。(G)が 示す ようにこれは他の運動指導者た ちが考 え出 した ものであるが,.問 題

を改善 しうる立場 にある,よ り 「上位」の ものにアプローチ してい くや り方は興味ぶかい。すなわ ち,

まずは六角家その ものに解決 をせ まり,つ いでその親族全般に対する訴 え,さ らには本家(京 都)な ど

とい うように進 んでい く。正造 ら農民たちは,問 題をで きるだけ小 さい 「システム」 のなかで解決 しよ
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うとしているのだ。そこで実現 で きない ときには じめて,そ の問題当事者 より一段 「上位」の もの に解

決 をせ まる。 い きな り数次 「上位 」の もの には向かわ ない。あ くまで一段 「上位」の もの にある種の

「監 督責任」 を問 うのである。同様の ことは,幕 府 の力が弱 ま りそれに期待で きな くなったこ ともある

が,問 題解 決のために農民等が 「上位」 の官軍 に 「言上」 した ことに もみ とめることがで きる。

なお(J)の 表書 きに関 しては,「 昔話」 中には 「上書」 とあるが,こ れ も実際 にどの ,.1うに書かれ

ていたかはわからない。ただ正造 はその内容 か ら 「陳情 的願書」とも 「弾劾的嘆願書」 とも書いてい る。

しか し,前 節 で引用 した個所以外 の項 目において も林 らの不正の事実や問題 の所在 を明確 に述べている

だけであ り,全13項 目のうちで何 らかの 「願」「嘆 願」の 内容 をとなってい るのは,現 在の 「暗君」 に

代 えて次男に家督 を継がせ ること,親 戚が六角家 を取 り締 まることを求めた点 だけであった。それら自

体が(過 激 な)要 求に他 ならず,そ こには 「陳情 的」色彩 は一切 な く,ま さに 「弾劾」文 に他な らない。

もし田中や農民 らが「上位者」が問題へ対処することが当然である と考 えていた とす るなら,内 容 も表書

きも「陳情的」な もの になるはずがない。

2.運 動様式

a辞 職問題

正造の辞職 ・免職問題 について簡単 にふ りか えってみたい。管見のか ぎりこの問題 について言及 した

著作 はないが,払 好運動が推移す るなかで大 きなカギ とな った ものの一つが,名 主(お よび割元)の 辞

職 ・免職問題だったことに十分注意 をは らう必要がある。

正造 は領主に対 し過激 な 「上書」 を出 したことを理 由に免職 となるが,農 民たちが騒いだこ とです ぐ

に復職する。そのこ林 らが辞表を出 させ ようとしたこ とか ら,正 造 らは「局外の地に処せ ら」れることを

望んで辞表 を出すが却下 され,再 度辞表 を提 出す るにおよぶ。だが辞表は受理 されない。農民 たちが激

昂す ることを恐れたか らである。結局は,正 造 らが林 らの攻撃を強めたことで辞職が認め られるのであっ

た。 この一端か らもわかるように,辞 職 ・免職問題 が運動の盛衰の カナ メだったのであ る。

ところで,い うまで もないが,名 主職(割 元職 をふ くむ村役 人 も同様)は,一 方において村内統治体

制の なかで農民 た ちか ら担 ぎあげ られ た最高指導者であ り,他 方で同時に藩主 を頂点 とす る農民統治機

構の末端 に位置す る。 したが って,名 主職 をみずか ら辞す ることは支配体制の一員 であ ることをやめる

ことを意味 し,逆 に支配者層が名主を免職 にすることは農民指導者 と しての役割 を奪 うことを目的 とし

ている。

正造が辞 表 を提 出する ことで獲得 しようとした 「局外の地」 とは,ま さに支配体制 の一員 としての

立場 を離れた場所 だった。 したがって辞表が認め られない ときには 「鉄石の如」 き志 を持 って,再 度辞

表を提 出 したわけである。 もちろん 「局外 の地」 に立つ ことは名主職が もつ もう一一つの面,す なわち農

民指導者 と しての面 を純化 させることになる。 そ してそれ は農民た ちの運動 をよ り先鋭化す る可能性 を

もつのである。

つ まり正造や他 の指導者 たちが辞職 にこだわった理由は,農 民運動 の純粋 な指導者 と しての立場 を鮮

明に しようと したからである。直訴前 に国会議員 を辞職す ることと払好運動 における辞職は本質的 に異
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なっている と考え られるが,正 造が抱 く 「リー ダー像」 を考 える うえで,ま た運動のエ ネルギー抽出 の

手法 として きわめて興味ぶかい点である。

b農 民の組織化 と世論形成

この払好運動は,こ の幕末期における他の地域 と同 じように,農 民運動 の盛 りあが りを背景 として い

たことはまちがいない。 この ことは(C)や(E)に,ま た政弊改革の書を7百 余名の連署 とともに江

戸屋 敷に送 っ〉たことによ く表れてい る。小前百姓 を巻 きこんだ運動 を展開 したのだ った。 なお この過程

で,農 民 らが命 をかけても 「直訴」 にお よぼうと主張 したことには注 目してお く必 要があ る。直訴 は問

題解 決のためには,「 最終的」に採用 される可能性 をもつ手段 た り・えたのであ った6

`こ の ことを前提 と して
,そ れ以上 に注目すべ き点は,運 動 をより効率的 にすすめ るための組織や支援

団体 作 りが おこなわれたこ とであ る。「訴件及 び戦略上の大将 」「領内の参謀」「会計方」な どの役職者

を配 した運動組織 を一方 で作 る とともに,他 方で,(H)に 見 るように江戸屋敷 には正義派の 団体 を作

る,さ らには貼訴 などによって世論形成をはか ったのであ る。そこには単なる抵抗 型や自然発 生的で は

ない,大 掛か りで組織 的な運動を見 ることがで きるのであ る。

この ような多 くの農民 を多数巻 き込んだ運動のや り方,と くに(G)に 見 たような,正 造 と富蔵が 人

心収撹や六 角家江戸屋敷内に支持団体 を作 ろうとした点(世 論 形成)に つい ては,正 造が幼 少時の,父

富蔵が冤罪 によって 「死地に陥れん」 とされ たときの印象が大 きく作 用 してい ると考 えられる。正造 ほ

「此時 よ りして深 く政治ハ輿論の尊むべ きものなる事 を観念」 したのだった⑪。

第3節 「明君」aへの期待

正造 と富 蔵 とのや り取 り,正 造の君主へ の 「上書」,本 家烏 丸公への書状 を手がか りに,正 造(父 富

蔵や農民 たちもふ くむ)の 君主観 を見てみることにする。

まず富蔵 との比較 によって,正 造の君主観の特異性 を明 らかにす る。(A)が 示 す ように,正 造 は林

らの不法無礼の行 為 を見過 ごす こ とが で きず 「大に領 主に向て糺 す所 あらむ と」した ところ,富 蔵 か ら

「縦令林等如何 なる悪計 を運 らす も,上 に明君 の在 るあ り⑳ 汝謹 で復 た議す る莫 れ]と いわれている。

これ に対 して,「 事態事実 に斯の如 し,易 ぞ議せ ざるを得んや」 と反論 している。そ して富蔵の不在時

に,「 益 々領主 に対するの決心 を固 うし将 さに書 を呈 して大に糺す所あ らむ と」 したの だつた。正造 は

「名君速かに大英断 を下 されむこ とを請ふ」(『全集」第1巻,16頁)と の意図 をもっていた。

正造 は後日,『 殿様 に御心配奉相掛儀は甚だ恐入候間善 きも悪 しぎも只 々御 上の仰せに従 ひ可被 申候』

との手紙を旅先の富蔵から受 け とった。だが事態が一向に改善 しない状況下では,父 の説諭 に納得す る

ことはで きなかった(D)。 正造はなぜ賭 に落 ちなかったか を明確 に述べ てはいない。 だが富蔵が言 う

ところの 「善きも悪 しきも」 とい う箇所 であったことはまちがいなかろう。

富 蔵の主張 に一貫 して見 られる もの は,"既 存の政治 システムを変 えるこ とがで きるのは君主だ け"

という考えである。 したが って明君であれば問題 はないが,も し明君でないばあい にもそれ を変更す る

ことはで きない。 ところが正造のなかでは,名 主 として,農 民が困窮するか らには 「悪政」 を除 き,領
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主 に 「善政」 を要求す るのが 当然の こととして捉 え られ ている。 そ して善政 をお こなう領主 こそが 「明

君」なのであった。

こうした善政=明 君の要求は,先 君が死去 し,幼 君の陰 で林 らの横暴が激 しくなるに したが ってい っ

そ う明確になる。(E)に 見 たように正造は,農 民が苦境 にあ る原 因は 「固よ り好臣の罪悪に帰」 され

る ものだが,「 上に赫 々の光明あ りて好臣等 の肝 為めに寒 きを致すの君主な きに因 らずむばあ らず」 と

とらえ,「 幼君 へ御退 隠 を勧 め奉 り賢明 なる第二の君 を推戴 して御 家督あ らしめ奉 らむ」 ことを求めた

のだった。そ してついに農民 らは,六 角家の本家 に対 し,幼 君 を 「暗君」の ようだか ら隠居 させ,次 男

に家督 を継がせ ることを求めるにいたったのであ る(J)。 もちろん親戚の ものが次男 を監督す るのだ

が,よ り年若い次 男に家督 を継がせ る よう求めた ということから,君 主の年齢ではな く,君 主 としての

「資質」を問題 に してい ることがわかろ う。つ ま りそ こで求め られ ている良い君 主=明 君 とは,政 治 ・

行政 ・財政な どを含 む 「政 治システム」の頂点 に立つ もの と して,家 臣にその システムを健 全に機能 さ

せ るもの に他 な らないのである。'

第2章 政治 システムの問題点 と第4回 大挙請願運動

第1節 政治 システムの問題点

ここでは田中正造の議会発言および日記や書簡 を手がか りに,彼 が何 を問題視 していたのかを見てみる。

田中が もっとも関心 を寄せ,解 決 をはかろ うとした問題が足尾鉱毒事 件であ ったにせ よ,こ の問題が

一向に解決 しない ことか ら
,彼 の関心 はほかの事柄 に も広が っていった。1900(明 治33)年2月171ヨ に

帝国議会でおこなった 「亡国二至 ルヲ知 ラザ レバ是 レ即 チ亡国 ノ儀 二附 き質問」演説(亡 国演説)に そ

の広が りの一端 を見出すこ とがで きる。足尾鉱毒事件が未解決である状況 を 「亡国」に向かう もの とし

て とらえたわけである。そのこの田中の発 言や書い たもの を読んでい くと,そ の 「亡国」へい たる状況

はい っそ う解明 され,具 体化 され,整 理 されていったことがわかる。それらの問題 は,ま さに社会や政

治 システムにかかわるものであ った。

そ こで以 下では,田 中が直訴 にいたる前 に,当 時 の社会や政治 システムをどのようにとらえていたか

を見てみる。天 皇への直訴の必然性 をさぐるためであ る。なお本稿では,政 治 ・行政 ・財政,さ らには

地方 自治や司法 な どを含む,当 時の国家 の統治 システムを 「政治 システム」 と呼ぶ ことにする伺。

田中が衆議 院議 員を辞職す るのは,直 訴 のおよそ1ヵ 月半前,1901(明 治34)年10月23日 の ことで

ある。 この辞職 以前 に開かれた最後の帝 国議会は第15議 会(1900年12月25日 開会,1901年3月24日 閉

会)で あ り,い うまで もな く田 中が壇 上にたった最 後の議 会であ った。その 第15回 議会の なかで も,

実質的 に最後の議会演説筒となったのが閉会 日の1901年3月24日 にお こなったそれである。22日 付 けの

「亡国二至 ルヲシラザ ル義二付再質問書」 と23日 付の 「大臣責任二関スル儀二付質問書」が24日 に議 会

で議長か ら報告 され,そ れ ら二質問の理由について の演説 をおこなっている(「 全 集▲第8巻)。

ここでは二つの質問書 によって,田 中が問題 に した大臣の責任 とは何か,お よび田中が再度 「亡国」
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へ 向かっている とした当時 の現状 を見 てみることにする。この質問書の提出理 由を述べ る演説 には,そ

のなかに 「明 日ヲ期サ ナイ」 などの直訴 をほのめかす発言がふ くまれてい ることなどから,こ れまで も

何 人 もが分析 をおこなっていきている。だが これ らの質問書そのものにはほ とんど注意が払われて きて

はいない。

これ らは田中が提 出 した 「最後の」 質問書 であ り,な によ りもそれ までの演説で話 して きたことを簡

潔 に文章 にまとめた ものであって,田 中の問題意識を鮮明に表 しているものなのである。やや長 くなる

が両方 とも全文 を引用 し,田 中の主張 を見てみることにす る。

まず は 「大臣責任 二関スル儀二付質問書」 の 「質問主意書」(A)。

足尾銅山鉱毒 ノ加害顕著ナルニ致 リシバ去 ル明治十三年ノ頃ニシテ,爾 来漸 ミ多 クノ国土 ヲ亡滅

シテ年 々国家二幾百万円 ノ損害 ヲ被 ラシメ,内 ニハ天産二属 スルモノア リ,耕 作二属スルモ ノア

リ,永 久土地二属 スルモ ノアリ,山 川破壊二属スルモノア リ,其 他悉 クー切 ノ万象 ヲ毒シテ其極

ヤ父子不相見兄弟離散 ノ惨,若 クハ母子飢ヘ テ救 フノ途 ナキニ至 ラシメ,終 二人畜 ノ死亡兵役壮

丁 ノ減損 ア リ,或 ハ此被害民 ヲ屡 ミ牢獄 二投 ジ,一 方ニハ彼 ノ加害者二乱暴 ノ行動 ヲ為サ シメ

タリ,被 害民 ノ窮 困例 フルニ物ナク,明 治三十三年二月十三 日二至 リ憲法上 ノ請願 ヲ為サ ン トス

ル其途 中二於テ加害者一派 ノ党 与ハ被害民 ヲ殴打 シ亦 ミ之 ヲ牢獄 二投 ジテ苦痛ヲ与ヒ,此 歳月モ

亦鉱毒 ノ流下スル コ ト依然旧 ノ如 クニ シテ且 ツ鉱毒 ノ処置ヲ為サ ・"ル彼 ノ悪逆無道 ノ加害者 ガ位

階借奪 ノ為 メ宮 中二出入 スルヲ傍観 シ終二位 階借奪 ノ皇室二対 スル不敬 ノ行為 ヲ遂 ゲサ シメ タ

リ,当 時当局大臣ハ 更二之 ヲ傍観 セシノ ミナラズ加害者市兵衛 ノ暴勢二怖キ,時 二或ハ彼 レノ悪

意 ヲ助勢 シ被害民 ヲ苦 メ或ハ之 レニ駆役セラレ位階惜奪 ヲ遂行 セ シメ 〔タ〕 ルハ果 シテ総理大臣

以下輔弼 ノ責 ヲ負 ハザル可ラザ リシニ如何

簡単 に整理する と,こ こではお もに被害民 ・被害地の惨状 に目を向け,家 族離散,家 計打撃,兵 士予

備軍への影響,お よび被害民 の投獄 を列挙 した うえで,さ らに加害者(古 河市兵衛)が 宮 中に出入 りす

るのを傍観 し,皇 室 に対 して1不 敬の行為 を遂げさ しめ」たとし,総 理大臣以下の 「輔弼 の責」 を問 う

ているのである。つ まり,足 尾鉱毒事 件その ものだけではな く,古 河に対する位階授与 も問題 にし,大

日本帝国憲法 第55条 第1項 「国務大臣ハ天皇 を輔弼 シ其ノ責二任 ス」 にもとついて 大臣の輔弼責任 を

追求 しているわけである。それらの諸問題の責任 を,大 臣の政治責任 としてで はな く,輔 弼責任に求め

てい る点が 田中の直訴にいたる背景 ・心理 ・論理 を考 えるうえで興味ぶかい(第3章 参照)。

つ ぎに 「亡国二至 ルヲシラザル義二付再質問書」の・「質問主意書」(B>。

第十四議会二於テ前内閣二対 シ亡 国二至ルヲシラザ レバ之 レ即 チ亡国ナ リノ質問二 「質問 ノ旨趣

要領 ヲ得ズ」トノ答弁 ヲナセ リ,然 ルニ既往 ヨリ当時二至 リ内地素乱憲法 ノ破壊ハ 日二非ニシテ,

或ハ司法権 ノ侵害,行 政権ノ暴用,経 済 ノ素乱,鉱 毒地方 ノ死人,国 庫収入 ノ減損,地 方制度 ノ
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消滅,国 土 ノ荒亡等ハ皆事実 ノ顕著ナルモノナ リ,然 ルニ現 政府 ノ之 ヲ認 メザルハ之 レ既 二憲法

ノ精神 ヲ無視 スル証左 ニアラズシテ何 ゾ,憲 法既二破壊セバ国家 ノ精神 モ随 テ亦腐敗 スルハ明カ

ニシテ其害ハ憲法 ナキヨ リモ甚 シ,帝 国議 会ア リ ト難モ憲法 ヲ遵守セザ レバ議会ナキニ如 カズ ,
ポ　お

只官衙法院 ノ存在ヲ視テ内部 ノ骨髄精神 モ亦存在セ リ ト速断スルハ抑何等 ノ忘想 ゾヤ,今 一ニ ノ

例 ヲ以テ明 カニ セバ行政権 ノ暴用忠直無罪 ノ司法判事 ヲ瓢ケ,亦 ハ鉱毒激甚地人民 ノ請願者 ヲ牢

獄二投 ジ無罪 ノ良民 二悪名 ヲ負 ハセ醸 シテ罪名 ヲ附スル等,此 窮民 ヲシテ弥 ミ死地 二陥 レテ加害

者ノ横行 ヲ恣 ナラシメ,剰 へ此悪逆無道 ノ加害者 ヲシテ宮中二出入 ヲ許 シ終二位 階ヲ惜奪 セシム

ル等 ノ失態 ヲモ醸スニ至 ラシメ タルニ非 ズヤ,而 モ尚亡国二至 ルヲシラズ,其 要領ヲ得 ズ ト云 フ

カ如何

くり返す まで もないが,田 中が整理 した問題はつ ぎの ような ものであった。す なわ ちそれは 「憲法破壊」

に約言で きる もので,具 体的 には司法権,行 政権,経 済,厚 生,国 家財政,地 方制度 ・自治,国 土な ど

が破壊 され,乱 れているこ とであ り(こ うした状況 を放置す る ことは立法権 も無 いに も等 しい),し か

も 「悪逆無道 ノ加害者」 に位 階を与 えた 「失態」 である。 さきに見た質問書(A)が 鉱毒汚染地域 の問

題を主 としてあつかっていたのに対 して,こ ちらは鉱毒事件のなかで明 らか になった問題 を国全体 の問

題 としてとらえ,当 時の政治システム(再 度 ことわってお くと,国 家の統治 システム全体の意味〉が完

全に機能不全 に陥 ってい ることを見事 に指摘 したのだった。

(A)と(B)の 内容 は一部重複 しているが,そ れ らを総 合する と,政 治システム としての行政権,

司法権,地 方行政が うまくい ってお らず,天 皇輔弼の責務 もはた していない とい うものに他 な らない。

なおここで議会(立 法権)は,い まか ら紹介す る事実 とも合わせてみる と,か な らず しも全面的否定の

対象ではな く,田 中はい くぶんかの期待 をもっていたことがわか る。 こうした ことは,な ぜ辞職するに

いたったのか,ま たなぜ直訴 という手段 を選 んだのかを考えるうえで興味ぶかい事実である。

ではこう した権力 システム認識 はいつ,ど の ように出来あが って きたのだろ うか。 この問題 を明 らか

にすることは,田 中が直訴 にいたる背景をとらえることがで きる点で有用である。田中の議会発言 や書

簡な どを手がか りに,以 下,い くつかのポイン トに分けて簡単にふ りかえってみる伺。

まずは地方行政の問題か ら。「自治的好慣行」回復 のために田中正造は六角家払好運動 を闘 った。そ

の彼が,市 制町村制の公布 に ともない,法 律 に裏づ けられた本格的な地方 自治制度がは じまった ときに

「期待感」 をもったことは当然であった。だがそれは鉱毒事件 をきっかけにす ぐに失望感 ・怒 りに変わっ

てい く。地方の問題 は田中の原点 にかかわる問題 であるだけに興味深 い ものであ る。

最初に,鉱 毒事件発生以前における田中の地方行政 ・自治に対する考えを見てお く。理想と現実のギャッ

プを際立たせ ることで,逆 に田中が正確かつ先鋭的 に権 力認識 をおこなう様子がわかるはずである。市

制町村制が公布 された1888(明 治21)年,そ の年 の9月 に書 いた 日記のなかで田中は くり返 し自治へ

の期待 を述べている。.す なわち 「旧政去テニ十一年(略)干 渉 ヲ去 ツテ自治 トナセ リ」,「町村今 ヨリ自

治ナ リ」,「自治 ノ制度 トハ政府 ヨリ人民二制度 ヲ委任スルノ制度 ト云 フモ可 〔ナリ〕ヘ ク,又 返権 トモ
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分権所有権 トモ申スベ ク」,「皆 自治二怠 らざれバ官吏 ヲ以政治を取 ら しむる危瞼な し。我 日本 人已二此

不都合な し。政府又之二自治制 ヲ与 フ。尽 スベ し尽スベ し。」(以 上,r全 集」第9巻)な ど多数あ る。

ところが,明 治20年 代末,県 会議員 らを中心 に推進 され た被害民 と古河 との間の示談 とその この永

久示談問題 をきっかけ として,田 中の眼はまず地方行政(そ の背 後にある国家に も行 きつ くものだが)

に向け られるこ ととなった。1896(明 治29)年3月22日 付 けの 「足尾銅 山鉱毒 二関スル質問趣意書」

において この問題を追及 している。 だが これは伝聞 をもとに したものであ り,地 方行政 ・自治の破壊 を

問題 にす るというよりも,永 久示談 を阻止す るこ との方にね らいがあったと見 るべ き主張であった。そ

の うえで翌1897年3月24日 付 けで提 出 された全 部で32項 目か らなる 「公益 二有害 ノ鉱業 ヲ停止 セザル

儀二付再質問書」(『全集』 第7巻)は,こ の問題に関す るそれまでの数回にお よぶ政府追求 を整理 し,

示談に直接かかわる項 目だけで も7項 目にわたって論 を展 開 している。 たとえば次の ものがある。

第八 凡 ソ公事二対 シ行政官及有志 ヲ混同 シ仲裁 ヲ為サ シムル如キハ制度上甚 ダ不可 ナリ,剰 サ
　マ マ フ ノマ マ ト

へ此種 ノ惨毒 ヲ流シ且公益二害アル事件 オヤ,況 ンヤ人畜生命二害毒 ヲ加 フルモ ノオヤ,如 此国

家経済 ノー部二関係 アル事柄 ヲ挙ゲテ有志若 クハー地方 ノ小吏 ノ手二委ス,弊 害 ノ百 出スルハ論

ヲ侯 タザ ルナ リ(後 略)

地方官が示談(お よびそのこの展開)に かか わっていった ことに対す るこの ような批判 は,同1897

年10月 には よ り明確な形で展開 されることになる。すなわち,

被害地直接 ノ地方官 ハ早 クモ加害者 ノ奴隷 トナ リ,地 方議 員ノ幾部,郡 長警吏 ノ要部,被 害地ノ

町村長吏員及議員 ノ過半,部 落 ノ区長及伍長の過 半二至ルマデ,凡 ソ加害者及其共謀者 ノ奴隷 ト

ナラザルナ ク,陰 然良民 ノ不利 ヲ図 リ勢 ヲ挫 キ,或 ハ進路 ヲ害 シ,調 査 ヲ妨ゲ,離 間ヲ放チ,集

会 ヲ妨 ゲ,且 ツ中央 当局諸官衙二向ツテ偽 リノ請願 及報告上 申ヲ作為 シ,現 政府 ト被害民 トノ中

間 ヲ離隔 シタルハ実 二本年五月廿7日 前後ノ憲兵派遣以来 ノ現況二於 テ明 カナリ(略)

国二民命 アリ,之 ヲ保護スルハ政府 及国民 ノ責務 ナリ。妄 リニ貧弱 ヲ制 シテ声 ヲ立テ得ザ ラシメ,

其 ノ息 キノ根 ヲモ絶 タン トシタリ トテ国家社会 ノアルアリ,決 シテ長 ク之 ヲ傍観 スベ キモ ノニア

ラザルベ シ。然 ルニ其圧制ハ歴 々今 ノ現政府 ノ所為 ノ中チニモ存 スルモノナキニアラズ。奇怪 ト
てだ

云 フベシ。其病原 ヲ察 スルニ,之 レ必 ズヤ鉱業主 ノ使嘱 タル地方奴 隷官 ト無獺漢等ガ中央現政府

二向テ被害民ヲ議証欺報セルノ結果ナラン。 決テ政府 ノ本意ニハアラザルベキヲ信 ズ領。

後段の終 わ りの部分 は,地 方か ら中央政府に正 しい情報が入 っていない と額面通 り受け取 るべ きではな

く,政 府 に対する皮肉 ととらえるのが妥当であろ う。いずれにせ よ,地 方官 に対す る不信=地 方行政 に

対する疑念 を極大化 させていることは間違いない。

つ ぎに国 レベルでの行政について見てみる。周知の ように田中が足尾鉱毒問題 を帝国議 会では じめて

取 り上 げたのは,1891(明 治24)年12月18日 に提 出 した 「足尾銅山鉱毒 ノ義二付質問」 と題 された質

問書であった。彼は被害状況 と憲法 ・法律 の条項 をもとに;「 政府之 ヲ緩慢 二付 シ去 ル理由如何,既 往 ノ・

一214一



明治大学社会科学研究所紀要

損害 二対 スル救治 ノ方法如何,将 来 ノ損 害二於 ケル防過 ノ手段如何」と 政府に糺 している。こ の後 も担

当者である農商務大臣(お よび政府)を 追及す るにとどまるのであった。

これが1897(明 治30)年3月24日 の演 説では大 ぎく変化する ことになる。「今 ノ農商務 ハ害ガアル ト

申シテモ,害 ガナ イ ト嘘 ヲ吐 ク位 ノ農商務省デゴザ イマスカラ,人 民 ノ方 カラ請願 デモ出ナイ中ハ,ド

ノヤウニ害 ガア ッテモ見ナ イフリヲシテ居 ル カラ,今 ノ農商務省二望 ム ノデハナ イガ・(後略)」 や 「此

農商務 ノ勢 ヒ ト云 フモノハ,当 時 ノ有様デ見マ スル ト,表 ノ所 デハ政務 二余 リタヅサハラヌカラ,権 利

ノナ イ伴食大臣杯 トロ ヲ利 カレマ スガ,其 実ハ好商 ト云 フ者 カラ賄賂 ヲ遣 フカラ,各 省二繰込 ンデ,或

ハ大蔵 省ナリ,内 務省ナ リ,何 省ナ リ,此 農商務 ト云 フモ ノガ割込 ンデ来テ,殆 ド鉱毒事件 ノヤウナコ

トハ,皆 農商務省ノ方 ノ御機嫌 ヲ伺 ッテ居 ルヤ ウニナ ッテ居 ル,ソ レガタメニ内務デモ大蔵デモ,肝 腎

ナル所 ノ自分 ノ本領 ヲ忘 レテシマ ッテ」(「全集』第.7巻)と,批 判の対象 を農商務省 にか ぎらず,他 省

へ も広げてい る。

こ うした批 判は,そ のこい っそ う整理 される とともに明確 になってい った。 た とえば1898(明 治31)

年12月10日 に提 出 した 「邦 内 ノー 国二比 スル土地 ノ被害 人民二対 シ憲法 ノ保護 ナキ儀 二付 キ質問書」

(「全集」第8巻)の なかで,田 中は,農 商務省,同 農務局,同 鉱山局,同 山林局,・水 産及商工業局,内

務省土木局,同 警保局,同 衛生局,同 地方局,大 蔵省,同 主税局,文 部省,陸 軍省,さ らには政府連帯

責任 にわけ,計60項 目以上にわたって問題 を指摘 している。 ひ きっつ く渡良瀬 川の洪水 と鉱毒 予防工

事完成後 も低減 しない鉱毒被害,さ らには鉱毒被害地 における免訴処分 と公民権の喪失,こ の ような状

況 を見て,田 中が問題 をより詳細 にかつ広 範囲にわたって とらえは じめたことが よ くわかる。:

1900(明 治33)年 になる と,そ れ まで どちらか といえば個別的 に認識 されて きた,権 力 システ ムに

対する田中の認識 はよ りトータルな もの とな った。以 下に同年2月 の書簡,お よび二つの議会演説 を掲

げてお く。

A.先 刻我 国亡滅二近 シ,死 二水取 リニ来 らるべ しと申上候ハ誤 り二候。実ハ最早亡 びたるの ち

の国な り。(中 略)此 荒れたるさまの国会 を見に来賜へ 。之を以 て推量すべ きハ行政.司 法の両

部な り。行政之 事ハ人 よくしれ り。国会之事人 よく之 を しれ り。司法二至 りテハ腐敗の見へぬ も

の故二,其 弊害の深毒 二至 りしハ国会の比二あ らず。依而此 三者 一モ取 る ものな し。(中 略)

行政,司 法,立 法の内部 の精神死 シて,或 ハ犬 二食れ,或 ハ早 くもガイ骨 トナ リテ踊 ルア リ,

死 二残 りの痩せ男 とナ レルア リ。亡 国の跡。(2月12日 付,川 俣 久平宛書 簡,『 全集」 第15巻,

124～125頁)

B.(鉱 毒 問題の)火 元ハ農商務省 デアルノデ 内務省 ハ何ゼ之 ヲヤカマ シク言ハナ イノデアル,

(中略)己 ノ本領 ヲ侵サ レル ドコロノ話デハ ナイ,己 ノ本領 ヲ自分デ打破 ッテ,人 民 ヲ保障スベ

キ トコロノ内務大臣ガ,人 民撲滅 ヲスル農商務省 ノ乱暴狼籍 ヲ助 ケテ居 ル・ト云 フコ ト,デア ル,是

デ国家ガ持 テマスルカ,若 シ夫 レ農商務省二於 テ過 アラバ何ゼ之 ヲ内務大臣 ガ早ク救ハヌノデア
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ル,内 務省二於テモ過 アラバ又之 ヲ大蔵大 臣二於 テ救 フベキ所ハ救 ヒ合 ッテ,互 二此責任ヲ守 リ

サヘス レバ,其 過 ヲ深 カラシメザルモ ノヲ,却 テ其過 ヲ深 カラシムル コ トヲー方カラ煽動 シテ居

ル(2月13日 の帝国議会での演説,「 全集』 第8巻,233頁)

C.先 ヅ今 日ノ政府 ヲ仮 二打倒 シテカラガ,(中 略)伊 藤サ ンガ出テモ,大 隈 サ ンガ出テモ,山

県サ ンガ出テモ,マ ア似 タ リ恰 好 ノ者 ト私ハ思 フ,何 トナ レバ此人 ミヲ助 ケル所 ノ人 ガ;皆 創業

ノ人ニアラズシテ,今 日ハ守成 ノ人ニナ ッテシマ ッテ,己 レノ財産 ヲ持ヘヤ ウ ト云 フ時代二上ボ

ッテ来 テ居 リマ スカ ラ親分 ノ技備 ヲ伸バスヨリハ,己 ノ財産 ヲ伸ベヤウ ト云 フ考ニナ ッテ,親 分

ガ年ヲ老 レバ,子 分 モ年 ヲ老ル,伊 藤ハエ ライ,山 県ハエライ,大 隈ヱ ライガ,子 分 ガ皆年 ヲ老

ッテ,己 ノ財産 ヲ持 ヘヤ ウ ト云 フノダカ ラ,ド ナタガ出テモ イカナ イ(2月17日 の帝国議 会で

の演説,r全 集』 第8巻,281頁)

A～Cを 総合す ると,田 中は三権 の どれ もが正常 に機能 してお らず,そ の理由は指導者個 人の問題で

はな く政治 システ ムの問題 だといっている。なかで も官吏(大 臣をふ くむ)に 対す る批 判は激烈であ る。

なお ここで司法権 の問題 について簡単に言及 してお く。 さきにふれ た60項 目以上にわたる1898年12月

10日 の 質問書の なかで,純 粋 に司法の問題 に言及 した ものがLつ だけであ った賃。 それがAで 見たよう

に 「司法二至 りテハ腐敗の見へぬ もの故 二,其 弊害の深毒二至 りしハ国会 ノ比二あ らず」とされてい る。

「国会 ノ比 二あ らず」との表現 を見るか ぎり徹底 した批判 とうけ取れるが,か らず しも実態 をよく知 って

はい なか ったのでは なか ろうか。 とい うの も1901(明 治34)年2月7日 の 日記 には 「司法ハ腐敗セザ

ルモ…」(『全集』 第10巻)と の記述 が見 られ るか らである。 あるい はこの段 階では,少 な くと も司法

に関するか ぎり観念的 な批判だ ったのではないか に の点 に関 しては,第3章 第2節 参照)。 なお もう

ひとつ注意 を要することは,Aに お いて 「犬」 と言われているのは主 と して官吏の ことをさしている と

いう点である。

ともあれ,以 上の ような徹底 した政治 システムに対する批判は,つ ぎの日記(1901年2月13日)に 集

約 されている。

んノマ

○国家 のためになる事 を官 史為す筈な し,刑 法改正 も其一一c

O政 府 ト云 フモ ノハ悪事 ヲ働 ク総名 トナレリ。
け れ

○ 政 府 ハ 日本 一一一愚,た だ 官 史 ハ 利 口 。

○ 政 府 ほ どの 愚 ハ な し。

第2節 「大運動」 としての第4回 大挙 請願

1900(明 治33)年2月'13日 朝,鉱 毒被害民は第4回 目の大挙請願 のため東京 に向けて群馬 県にあ る

雲竜寺 を出発 した。よ く知 られている ように,こ の押出 しは請願団が川俣で警察 ・憲兵等の弾圧 をうけ
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る川俣事件 に発展する。

ここでは田中正造が主体的にかかわった第4回 目の大挙 請願運動(押 出 し)に 焦点 をあて,田 中が こ

の運動 によって何 を実現 しようとしていたのか を見てみる。い うまで もな くこの段階では田中は議員 を

辞職 しているわけではない し,も しこの請願が成果 をあげた ならば直訴をす る必 要は なかったのである。

つ まり田中がこの第4回 押出 しに求めた ものを明 らか にするこ とは,彼 にとっての政治的 ゴールを解明

するこ とに他な らない。

まず,そ れ まで農民た ちが主体的に担 った第1回 か ら第3回 の押出 しについて簡単 にふ りか えってみ

る。第1回 目は1897(明 治30)年2月26日 に田中が帝国議会でおこなった質問演 説をうけて,3月2

日に実施 され た。翌3日 に入京 した被害民 らは貴族院 ・衆議 院議長 をは じめ,大 隈重信外務大臣や榎 本

武揚 農商務大 臣に面会を求めたが果 たせ なかった。翌4日 には田中 らが加わって,榎 本農商務相 に面会

して鉱業停止 を訴えた。 しか し同月18Bに 出 された榎本 と樺 山資紀 内務大臣 との連名に よる,田 中の

質問 に対する答弁書 は,政 府の責任 を回避す るものであ り,被 害民 らを満足 させる ものではなか った。

それ どころか第2回 目の押 出 しを誘発す ることになった。す なわ ち24日 未明か ら東京 に向か った農民

たち(同 日夜 には後発隊 も出発)は 警察 ・憲 兵等 による警戒網 を突破 した り.交 渉によって代表者だけ

に数 を絞 り込 んだ りしなが ら,最 終的 には数百名が上京。そ して29日 以降,免 租問題 などに関 して大

蔵省 に陳情す るとともに,内 務省へ弾圧 に対する抗議 を した りした。なお23日 には,被 害地の実地検

分 を終えて,鉱 毒調査委員会(第1次)を 設置 したばか りの榎本農商務相 に対 し,在 京の被害民 らが陳

情 を している。

こ うしたなか,29日 に榎本 は農商務 大臣を辞任 し,大 隈が後任 とな った(外 相 と兼任)。 第3回 押 出

しがお こなわれたのは,大 洪水のあと,そ れによって鉱毒調査会の決定 にもとついて実施 された鉱毒予

防工事 が無効 であったことが明 らかになった,1898(明 治31)年9月 であった。26Bに 雲竜寺 を立 っ

て東京 に向かった農民 に対 し,27日 に南足立郡淵江村大字保木間 に出向 いた田 中は,翌28日 にお よそ

40分 間にわたってつ ぎの演説 をお こなう。長 くなるが,田 中の第4回 押 出 しへの本格的 な関与が は じ

まるきっかけ となったものなので,一 部 を抜粋 してお く。

今ヤ諸君 ノ惨状ヲ見テ諸君ノ訴ヲ見テ政府之ヲ救ハズ社会亦之ヲ救ハザルベカラザルハ勿論ナレ

ドモ,立 法院タル衆議院モ本年再度ノ解散改選 トナリ,新 任ノ議員モ多クアル新政府ハ加害被害
トブ れ

ノ事情 ヲ知 ラザル可 カラザ ル筈 ナ レドモ,内 閣 ノ交迭屡 ミシテ農商務大臣ハ九箇年間二十人ノ

交代 トナ リ,実 ハ新任 ノ内閣新任 ノ役 人ナレバ是亦加害 ノ激被害 ノ惨 ヲ知 ルモ ノ少 ナシ,被 害民

ノ不幸 ト加害者 ノ幸福 トハ 大差ヲ生 ジタルモ ノアり(中 略)扱 国家 ノ為 メ死 スルハ兵 ノ ミノ責任

ニ アラズ,軍 人及ピー般 ノ官吏モ立法院モ然 ルモノナ リ,兵 士 ノミヲ以テ国ノ為 メニ死 スルモ ノ

ト思 フハ大 々的誤 リナリ

第一正造ハ 日本 ノ代議士ニ シテ亦其加害被害 ノ顛 末 ヲ知ルモ ノナ リ,故 二衆 二先 チテ尽力 ス

ベ キハ正造ガ当然 ノ職分ナ リ,諸 君已 二非命二発ル ヲ見 ル,正 造ハ諸君 ノ死 二先 ンジテ死 ヲ決セ
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ザ ルベ カラズ,然 レ ドモ新政府 ノ未 ダ此惨状 ヲ知 ルモ ノ少 キハ前 二正造 ガ述ベ タル如 クナ レバ,

新政府 ノ人 ミニ説明 シテ被害 ノ惨状 ヲ陳述 スルノー大必 要ア リ,(中 略)今 一 ツハ現政府ハ憲政

ノ政党ニシテ諸君ノ地方モ旧自由旧進歩党員 ノ少 カラザルナラン,即 チ諸

君 ノ中ニハ旧自由旧進歩党員モ少 ナカラザ ルベケ レバ今 日ノ政府 ハ即チ諸君 ノ政府ナ リ,又 我 ミ

ノ政府ナリ,我 ミノ政府 ナ レバ充分信用ア ッテ及バザル処ハ助 ケザ ルヲ得 ズ,ヨ ッテ我 ミハ諸君

二代テ政府 二事実 ノ説明 ヲ採 リ諸君 ノ願 意徹底 ヲ計 ルベ シ,故 二諸君 ノ内 ヨリ総代十名以 下ヲ残

シテー同ハ早 ク御帰 国アランコ ト,之 レ正造等 ガ只管相談 二及ブ所以 ナ リ(中 略)今 一 ツハ中央

政府若 シ正造及同志等 ノ説明 ヲ用 ビザ レバ正造等ハ議会 二於テ責 任 ヲ質問 シ亦社会二向テ当局者

ノ不法 ヲ訴 ヘ ン,其 トキ諸君ハ此事 ヲ通知 ヲ得バ御 出京 モ御随意 ナリ,正 造ハ再度決 シテ御止 メ

申スマ ジ,否 ナ音二御 止メ申サ ・"ルノミナ ラズ其時 コソハ正造ハ諸君 ト共二進退 スベ ケレバ,夫

レマ デ諸君 ノ今 日死 ヲ決 シタル生命 ヲ保 タレタシ,(中 略)正 造ハ嘘 ヲ云 ヒマセン,申 シ述ベ タ

ル通 リニ実行 イタシマ ス領

お よそ3千 人の被害民 らは田中の提案 を受け入 れて,代 表者50名 を選び,帰 途 につい た。その代表

者 は農商務省や 内務省,大 蔵 省,文 部 省,陸 軍省 を訪れ ているが,そ れは 「具 さに我 々の窮状 を訴 え

ん」日ことを目的 とした もの だった。 この陳情 は結局のところ農相 に面会で きただけであ り)そ れ まで と

同様 さほ どの成果 を生 むことがないまま,10月 にはい って農民の代 表者 らは帰国 したN。 そ してその 月

末 には 「我 々の内閣」である大隈 く隈板)内 閣は崩壊 して しまう。

っ ぎに こうした押出 しに田中は どの ような態度 をとったのか,具 体的 にはその評価 とかかわ り方 を見

てみ る。第4回 のそれ と比較す るためである。

第1・2回 目の押 出 しは,「 田中の議 会闘争 に連動 しなが ら,実 力に よる関係省庁への陳情 ・請願 に く

わえて,広 く世論 に訴えることを目指 した政治闘争であった。カ」 といえよう。つ ま り農民側の主体性 によっ

て実施 された ものであ り,田 中の意思 とはかならず しも一体化 してい なかったこ とを確認 してお く必 要

があ る。 じつは田中はこ うした動 きに否定的 だったのである。 第2回 目の押出 しがお こなわれ,被 害民

が在京中の1897年3月29日,田 中は群馬 ・栃木 の両県鉱毒事務所がおかれていた雲竜寺 に宛ててつ ぎの

ように書いてい る(『 全集』第14巻,490頁)。

地方運動

小生の考ハ徳義心二乏シ,王 者の風二あ らず,過 まてりへ 。貴下正 ミ堂 ミ王者の軍隊に御改

正可被成下候。

○東京も大勢宿屋二入りたるハ大失敗な り。東京二而ハ夫 ミ進歩党事務所及寺院等二宿所を周

旋中,御 大勢御来京,直 二御宿屋に御投ぜ られたり。畢寛小生ハ此小運動ニハ不同意なれ ども,

折角御出二付而ハ尽力するハ当然の事二付,在 京の人 ミハ周旋中,不 図旅亭こ投 じたるハ申訳け

なき事 と奉存候。
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ここに見るよ うに田 中は農民 たちの押出 しを 「小 運動」 と規定 し,反 対 を表明 している。 くわえて農

民 たちが大挙 して宿 に入ったことを 「大失敗」 と言 い,「 折角御出」 になったか ら当然の ことと して 「尽

力」 してい るとい うのだ。 まさに押出 しが田中の意向を無視 した,農 民の一方的な運動 であったことが

わか る。 また田中は雲竜寺の事務所 に対 して,そ の組織 を 「正 ミ堂 ミ王者の軍隊」 に改正するように求

めている●8。

そ もそ も田中が考 える 「大運動」 とは何 をさす ものなのか。田中が具体的 にそれを明らかに している

わけで はないので,こ の時期 に,彼 が農民 らに直接指示 しているい くつかの運動方針を とお して見てみ

るこ とにす る。第1は,広 く被害の実態 を知ってもらうために実地見分 を求めるこ とであ る・。第2は,

憲法保護 を求め る請願書 を提 出するこ とであ る鯖。 また第3に,請 願 によって 「行政府 ノ門ヲ開」 かせ

る,つ まり 「法律 ノ関門 ヲ破 ル」こ とであ る。これによって最終的には損害賠償 も得 ようとした日。以

上 を総合す る と,「 大運動」 とは この段階ではかた く門を閉ざ している行 政府 に対 し,広 く世論 をバ ッ

クに した請願によって,鉱 業停止や損害賠償 な どを求め ようとするものだった と考え られる。

つ ぎに第3回 目の押 出 しについて触れてお く。押 出 しが あった 日,東 京芝口にある鉱毒事務所 に,被

害民 たちが出発 したと電報が届いた。田中は 「此 日ハ群馬県邑楽郡渡瀬村雲竜寺二大集会アルコ トヲバ

兼テ承知 セシモ此 出発 ノコ トヲバ予知セザ リキ,而 シテ今此 ノ報 に接セ リ」 と書いてい る句。 これは田

中が第3回 押出 しの ことにつ いては まった く知 らなかったことを示す ものにほかな らず,田 中が指導 ・

準備 した もので ない ことは もちろんである(保 木間での演説か らも容易 にわかることだが)。 したが っ

て第3回 押出 しも田中 に とっては 「大運動」 た りえるはずが ないM。 警察 ・憲兵 による弾圧 が予想 され

たこ ともあ っただろうが,田 中が保木間で農民たちに帰国 を求めた理由の一つはその押 出 しが「小運動」

に他 な らなかったか らだ と筆者は考える。,・

ところで 「我 々の政府」である大隈内閣は鉱毒問題の解決のむけた対策をとる ことがない まま崩壊 し

て しまう。保木間での約束 どお り,田 中には被害民 らと 「進退 を共に」する必要が生 じることになった。

そう した状況の なかで実施 された ものが第4回 目の押出 しである。これこそが田中が指導 した 「大運動」

となるはずの ものであった。

ここで 「大運動」の実態 を見 るにさきだち,大 隈内閣崩壊後の鉱業停止運動の ようすを概観すること

にす る。 そ こに も田中の何 らかの関与 を見つけることがで きるであろうし,もし田中がかかわ ったその運

動が うま くいっていたな ら,第4回 目の押 出 しにい たる必要がなかったにちがいないからである。結論

をいえば,被 害民たちは多数の請願書を提出 したにもかかわ らず政府 を動かすことはできなかった。 た

とえば第13回 議 会中(1898年12月3日 開会,1899年3月9日 閉会),鉱 毒事件 に関 して計5回 にわた り

6件 の請願が なされている。帝国議 会は これ らを採択 して行政府に回送 した。 だが,「 行政府ハ上下両

院 ノ議決 ヲ蔑視 シテ此非常緊急 ノ問題 ヲ緩慢二附」 したのであった筒。田中はその うちの一つの請願書

を もって各大臣 を回 り,直 接 関係す る内務大臣には16回 目に して ようや くそれを手渡す こ とに成功 し

た。 だが大蔵大臣の もとへ は3回,総 理大臣 には5回 足 を運んだが面会 をする ことはで きなか った日。

ここで も田中は行政府 ならび に政府高官 に対す る否定 の念 を強 くした と思われる。 このこ とは同時に,
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請願書 を採択 して機能 をはた した帝 国議会 に対 しては,あ るてい ど期待 を維持 した と思われ る。 ともあ

れ,こ の後 も請願や建議 による運動は継続 されたのだが鴇,結 局 は成果をあげるにはいたらなかった。 こう

したことが 「大運動」を必然化するのだった。

田中が かねてか ら唱 えていた 「大運動」方針 は,し だいに農民 たちに も受 け入れ られた。 またその運

動 は,被 害が激化 したため死者が多数 にのぼることと免訴 にともなう公民権停止 などを背景 として,最

後の運動 となるべ きものであった。押 出 しのお よそ5カ 月前 に記 された1899(明 治32)年 の被害民の

日記か らその様子 をうかが い知る ことがで きる仙。

九月七日 雲竜寺事務所二於テ被害民死活一途二関スル最後ノ方針ヲ協議スルタメ大集会ヲ開キ

タリ

出席者田中正造 ・左部彦次郎(中 略)来 る十二日秘密会ヲ約 シ引取レリ

九月十二日 各村 ヨリ全権ヲ有スル委員雲竜寺事務所二会合シ最後之運動方法二就キ大運動必用

ヲ見留 メ就テハ各村参謀長撰任シニ十日迄二死亡調査表及上京スル人名等記シ事務所二集会スル

コ ト

出席シタル重ナル者ハ田中代議士及左部彦次郎氏ナり

別の農民の 日記"で も,「 大運動之秘密会話」 という文言 を同 じ9月12日 の記事 に見つけ るこ とがで

きる。 またこの 日以降の 日記 には,さ かのぼった第3回 目の大挙請願 に対 しても 「大運動」 との表現が

あ らわれるようになることか ら,押 出 し=大 運動の評価が定着 していった もの と考 えられる。 なお,こ

の時は農繁期であったこともあ り押 出 し計画は実行 には移 されなかった。

つ ぎに第4回 目の大挙請願運動 について見てみ る。

第4回 目の押 出 しがそれ以前の もの と大きく異なってい る点の一つは,農 民の運動組織がいっそ う強

化 され たこ とであ るts。す なわち一つ には,被 害民 に運動の 目的 ・目標 を提示 した点である。上記の9

月7日 の集会でつ ぎの ように語 った とされ る。「此 ノ鉱毒事件二付 テハ政府ガアル ト思フテモ違 フシ又

帝国議会 ガアル ト思 フテモ違 フカラ,諸 君ガ自分 ヲ頼 ミテ運動 シテ目的ヲ達スル ト云フコ トガ必要デァ

ル ト思 ヒマ ス」「而 シテ 目下ハ古河市兵衛 二多人数 ガ殺サ レテ居ル場合デアルカラ,政 府 ガ其 ノカタキ

ヲ取 リテク レナケ レバ,諸 君手 ヲ下シテ其 ノカタキヲ取ル ト云 フ考ヘ デ以テ運動 ヲセ ネバ ナラヌ,既 二

今 日ハ極端二至 リテ居 ル訳 ケデアルカラ,此 際諸君奮発 シテ運動ス レバ,本 年内二鉱毒事件ハ必 ラズ極

リガ付 クデアリマス」㈲と。先 に記 したように,こ の時は農繁期のため押出 しにはいた らず,年 内に問題

が解決する ことはなか ったが.自 分 たちの力(決 して暴力ではない)で 問題の解決 をはかるよう訴 えた

ことには注 目す る必要がある。

'組織 面で もうひとつ注 目すべ きものは 「鉱毒議会」の設置である
。 これは1899(明 治32)年12月 に

設置 された もので,規 約案作 りには田中 も参加 している聞。なお この議会は:各 村鉱毒委員 ・町村長 ・会

計委員・文章整理委員 ・通信委員 ・実行委員 ・総触元な どか らなる行政部,お よび立法部か らなっていた。
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森長が指 摘す る ように 「鉱毒議会 は青年行動隊 」で あ り,「 ペーパー ・プラ ンに終わ った」㈲が,六 角家

騒動の ときと同 じように細部 にわたる役職 をもった運動組織が作 られ たとい う共通点が ある。

第2に あげるべ き相違点は請願書につ いてであ る。一つは提 出形式 に関 して。す なわちそれ までの請

願書が どちらか といえば村単位,あ るいは小 規模単位で個別 に出されていたのに対 し,第4回 押 出 しの

それは26町 村118名 連名(内,村 長16名,助 役7名 な ど)の 大掛か りな ものであ り,何 よ り請願書 を

帝国議会 と関係 各省 に提 出 しよ うと した。そ の請願書 は1900(明 治33)年1月 に作成 された もので,

田中の議 会での発言 を集約 した もの に他な らない紡。田 中の指導が色濃 い内容で あるだけでな く,少 な

くとも田中にとっては,村 々の一体化がはかられている点 と請願の対象を立法府 と行政府の2ヵ 所 にして

いる点で「大運動」とい うにふ さわ しい もので あった。 ところでここで注 目してお くべ きことは,請 願書

の末尾に 「致死 ノ請願及別紙理由逐一採納 セラ レズ ンバ我等鉱毒被害民ハ秩序順次二則 り自家 ヲ救護ス

ルノ道万 々杜絶 セラ レタルモ ノ ト云フベ シ敢 テ閣下ノ処決 ヲ仰 グ」 と記 されていた点であ る。 田中(お

よび農民)の 権 力構造認識が如実に現れているといえよう。

もう一つは請願書の内容 について。 さきに見 たよ うに1899年9月12日 の雲竜寺の集 会にお いて鉱毒

が原因 となった死亡者数を調査することが決 められている。その実態 をふまえ,人 命救助 を請願の内容

に加 えたのである。第4回 押出 しのおよそ2カ 月前,田 中は被害地の農民に宛ててつ ぎの書簡 を出 して

いる。「鉱毒事件此度請願之大要ハ人を殺すな,渡 良瀬川の水 を清め て渾而の天産 を復活せ よ と云ふ二

あ り。其他 ハ皆此 中二含 め る趣意二而,右 天 産 と水 ト人殺 しの三 ヶ条 二過 ぎず候」(『全集」 第15巻,

92頁)と 。 この非命者へ の注 目は,森 長が指摘 した ような 「沃土が 荒地 となる までは,ま だ蓬 くの人

は驚 かない,古 河市兵衛が人殺 しをする と聞 くと,人 々は耳 をそばだてる」褐というだけにはとどまらな

い と思われる。それ までは法的 ・経 済的面にばか り目が いっていたの に対 し,よ り切実で根源 的な 「生

存」 という視点が加わったのではなかろ うか。9月7日 の集会で田中が 「目下ハ古河市兵衛二多人数 ガ

殺サ レテ居ル場合デ アルカラ,政 府 ガ其 ノカタキ ヲ取 リテ クレナケ レバ,諸 君手 ヲ下シテ其ノカタキヲ

取 ル ト云 フ考ヘデ以テ運動 ヲセ ネバナラヌ」と述べ た といわれている ことを紹介 したが,鉱 毒非命者の

存在 は田中に とって も,多 くの被害民 にとって も(家 族 を亡 くした者 に とっては当然 のこ とである),

早急 に問題解決をせ まる原動力た りうる。それ は運動 自体 を強化する ものに他な らない。

第3の ちがいは,第4回 押出 しと田中の議会演説 とが一体化 してい ることであ る。す なわち1900(明

治33)年2月9日 には 「足尾銅山鉱毒問題 ノ請願二関 スル質問書」 を,さ らに第4回 押 出 しが あった同

月13日 には 「鉱毒ハ人 ヲ殺 シ当局諸大臣ハ其請願 者二面会 ヲ許サザル儀二付 質問書」「鉱毒 ノ為 メ天産

ヲ亡滅スベキ有形上 ノ価 格 二付質問書」 を提 出 し,政 府を攻撃 したのだ った(以 上 「全集」 第8巻)。

大運動 を成就 させるための田中の とりくみかたが うかがえる。なお質問内容 はすでに本稿で数 カ所 にわ

たって引用 したが,あ と1ヵ 所 だけ引用 してお く。

被害者 ノ方ハ非立憲デモ何 デモナ イノデアル,正 当ナル手続 ヲ以 テ請願 ス レバ,何 遍納メテモ之

ヲ其儘二捨置キ,又 請願 スレバ地方官 ヲ以テー 地方官 ヲ始メ之 ヲ拒 ミ,中 央二来 レバ当局者ガ
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之二面会 ヲシテモ,冷 二大臣ハ面会 ヲ許サ ヌ トカ何 トカ人ヲ殺シテ置 イテー 己 レ監督行届 カズ

シテ己ノ職責 ヲ怠 ッテ,皇 帝陛下 ノ臣民 ヲ殺シテ置 イテ,尚 ホ且ツ尊大ニモ,此 人民 二面会 ヲ許

サ ヌ ト云 フコ トデハ,是 ハ被害民 ガ大勢出 テ来ル ト云 フヤウナ コ トハ,是 ハ当 リ前 ノコ トデアル

これは押 出 しを正当化する演説に他 ならず,同 時にそれ は請願書の受 けと りに関す る政府の言質を と

ることをね らった ものであった。田中はあ くまで大規模かつ組織立 った農民の請願 によって,行 政府 を

動か し,行 政府 自体 に問題の解決 をせ まろうとしていたことがわか る。 もちろんそ こでは,議 会 も一体

となって活動す ることが想定 されていた と考え るべ きであろ う。

第3節 川俣事件 と裁判

田中の指導の もの とにお こなわれた第4回 押出 しは,政 府が請願 を聞 き入れて くれ ることをもとめた,

被害地全体をあげての大 運動 であった。だが1900(明 治33)年2月13日,押 出 しの一隊が利根川のそ

ばの群馬県 邑楽郡佐貫村大字川俣村 にさ しかかった ときに,警 官 らに よる弾圧を うけた 「川俣事件」が

発生 した。事件後 も農民 らの逮捕がつづ き100名 以上が逮捕 され,1900年7月9日 に予審が終結 した段

階で68名 が被告 となった。 この事件その ものにつ いて は多 くの先行研究があ るので経過 はそれ らにゆ

ず り日,こ こでは事件発生前後か らの田中の行動 に主たる焦点 をあてることにする。 まさにそれ らが 直

訴 にいたるもう一つの必然性 を明 らかにす るものだか らであ る。

田中のこの時期の行動面 を順に見てい くとき,ま ず注 目しなければならない点は歳費辞退に関する も

のであ る。大隈 内閣のあ と成立 した第2次 山県内閣は,軍 備拡張のために地租増徴 をはかろ うとした。

日清戦争以降の政府財政が歳入不足 になっていたか らである。結局,増 税率を下げることや増税年限を

5年 間にす ることなどとともに,議 員歳費を800円 か ら2,㎜ 円に増加 させ ることなどを条件 に,地 租増

徴案は可決 された。そ して歳費の増額案 も両院 を通過 し,地 租増徴 に反対 していた議 員たち もそれを受

け とるにいたった。全議 員のなかでただ一 人歳費 を辞退 したのが田中だった。1899(明 治32)年4月19

日のことであ る。国会議 員が 自分の利益 をはか り,国 民 をないが しろにす ることは国家の危機であると

田中が とらえたか らであろ う。「歳費辞退届」にはつ ぎの ように書かれていた。「帝国議会議 員の資格 は,

歳費の増加に依 りて保 たれ得べ きものに非ず,且 本期議会の如 く国費は毫 も減ぜ られず して,増 加頻 り

に行はれたるの時 にさい し,議 員 たる者,寧 ろ自ら節 して其歳費を減ずべ きに,却 つて之 を増加するの

理 由を見出す能はず,況 んや本 員の如 き主 として反対の議 を唱へ たるもの,今 に於 て之を甘受す るの理

決 して之 なきをや。依 て哀 に歳費の全部 を挙げて之 を辞 す」 と(r全 集」第2巻,301頁)。 さらにいえ

ば歳費辞退 は,た んなる警鐘 にとどまらず,「 帝国議会議員 の資格」 として,国 民 の側 に身 をおいた状

況回復の ための行動であった ともいえよう・.。

つ ぎに政党離脱の問題 について見てみるこ とにす る。 これ は1900(明 治33)年2月15日,帝 国議 会

での演説中に表明 された もので,同 日実際 に離党 したのだっ・た。「私ハ今 日限憲政本党 ヲ脱 シマ スル積

デゴザ イマス,憲 政本党ヲ脱 シマ シテ,益X政 府 ヲ攻撃 スル所 ノ議論ハ,ド ンナ議論 ガ出ル カ,或 ハ他
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党へ 対 スルコ トト難モ是マデハ遠慮 シタガ,是 カラ或ハ御遠慮 申ス所 ガナ イ カモ知 レナイノデ アル,

(中略)是 デ諸君二党派 ノ区別 ナクー 官 民党派 ノ区別ナ ク,此 問題ハ特別ナル問題 トシテ,御 取扱ニ

ナルコ トヲ御願 申ス ト云フ点二附イテ,私 ノ義務ハ柳是デ立チマ シタ心得 デゴザ イマス,」(そ して憲政

本党が被害地調査 に出かけたこ とをふ まえて)「 私 ガ脱ケマ シタ以上ハ,此 仕事 ヤ正二憲政本党 ノ仕事

デ,何 モ田中正造 ト関係 ガナ イ積 デゴザ イマス」 と述べ ている(「 全 集」第8巻,241頁)。 こ こで も一

貫 して被害民の側 に身 をおき,鉱 毒事件解決に専念する態度 が示 されているのであ る。

こん どは 川俣 事件 とその裁判 をとお し,田 中がそのなかでつかみ取 った ものが何 であったのか を見て

み る。結論 を言えば,司 法権 に対する失望 と,そ れ を生み出 している行政権 の実態であ ったb司 法権に

対す る田中のス タンスは当初,か な り中立的な ものであ ったいえる。すなわ ち1897年10月 に作成 され

た 「憲法法律の保護 な く訴 えるすべ な き被害民 の救済 につ き請願書草稿」 のなかで は,「 被害者訴 ヲ起

ス能ハザ ル理由」 として,「 其被害 ノ賠償金高千五百万円 ト仮定 スル トキハ(中 略)正 式 ノ裁判 ヲ仰 ガ

ンニハ先 ヅ公用印紙代価三十万円ヲ要ス可シ。之 レ露頭洗足 ノ十余万 ノ人民 二万戸 ノ数ニ シテ毎戸金拾

五円 ノ印紙 ヲ要ス」 と記 してい る(『 全集』 第2巻,499頁)。 また翌年6月6日 の議 会演説で は「日本

ノ裁判官ハ正直デ アルカラ,ソ コハ公明正大デ行 クモ ノデア リマセウケレ ドモ」と述べ,「 裁判 ノ タメニ

貼用 スル印紙 ノ代金バ カリモ,五 十万円モ貼 ラナケ レバ ナラヌ」・とつづ けている(『 全集」第8巻,51

頁)。 これ らの史料か らわかるように,司 法権 は中立であろうけれ ども,費 用が かかるため被害民たち

は裁判をうけ られ ない と田中はいっている。

た しか に1900年 段 階では,第2章 第1節 で紹介 した被害民の一人である川俣久平 に宛てた書簡 に見 ら

れる ような,司 法批判 をお こなってい る。「司法二至 りテハ腐敗の見へぬ もの故 二,其 弊害の深毒二至

りしハ国会の比 二あ らず」 や 「行政,司 法,立 法の内部の精神死 シて」 との表現である。 だが当時の田

中の司法 との関わ りあいか らす ると,こ う した批判は多分に観念的な もの と思われる。 それが実際の体

験 に もとつ く具体性 をもったもの として田中の言動 に表れるのは川俣事件 をきっかけ と してであった。

その最たる もの として,1900年11月28日 の 「ア クビ事件」 と称 される官吏侮辱罪 をあげ ることがで き

る。第1審 の 第15回 公判時の ことで あった。'被害民 山崎銭次郎が 川俣事件 で頭部 に重傷 を負 ったこ と

に対 し,農 民 らが巡査から奪 った剣 を投 げたときに頭部 にそれがあ たった と担当検事が主張 した とき,

田中は大 きなあ くびをして 「抗議」 したのだった。 さらにはそれから1ヵ 月ほ どあ との12月22日 に下っ

た,被 害民の過半 を有罪 とす る第1審 の判決(有 罪29名,無 罪22名)が 司法 に対す る態度 を決定的な

ものに した。この後の 日記には,「 予審判事ハ云ふ,議 論は採用な しと。而 して偽証ハ採用 セ リ」(1901

年1月),「 司法ハ腐敗セザ ルモ,行 政 ガ事件 ノ根本 ヲ製造 スルモノナ レバ,行 政ハ加害者 ノ贈与 セル悪

金 ノタメニ働 ラキ,悪 人ノタメニ動 ゴキ,其 結果裁判沙汰 トナル。司法 ノ独立危 し」(1901年2月)と

しるす ように なった。 このように司法権 もまた機能 していない ことを痛 感す ることは,そ れ まで非難 し

て きた行政 ・立法 ・地方 自治 などに加 え,一 切の政治 システムが機能 していないことを示す ものに他 なら

なかった。 これでは政府に問題解決 をせ まって も,政 府が正 しく機能するこ とは まった く期待 で きない。
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第3章 憲法・天皇観 と直訴

第1節 世論の動向 と停滞 する農民運動

川俣事件 とその裁判が もたらした もの は,い ま見 た問題 にとどまらず,鉱 毒問題 に対す る世論 と被害

民 たちの運動その もの にも大 きな影響 を与 えることとなった。 ここでは直訴 を必然化 した要因の一つ と

してこの問題に焦点 を当て ることとす る。

まず,当 時の最大 のマスメデ ィアである新聞の鉱毒問題に対す る とり組み方 を見てみ る。1897年 の

第1回 押 出 し以来,新 聞報 道は何度か の盛 りあが りを見せたPt。そこに田中や東京事務所 にいた農民 た

ちの活動 があったことは もちろんであ る。 しか し事態が進展 しない こともあ り,鉱 毒問題 に対する報道

がい くぶん下火になることもあ った。そ うしたなかで起 こった川俣事件 は,新 聞社の報道 をい っきに活

発 にさせ るものであ った。 だが一部の知識人(弁 護士 をふ くむ)を 除いて,か な らず しも世論 が盛 りあ

がるまでにはいたらなかったようである臼。そ してついには報 道 もしだい にその勢いを失 っていった。

この ようななかで田中は,み ずか ら被 害地 における運動のひ きしめに乗 り出 している。すなわち 「沿

岸被害地に於ては,今 後鉱毒運動 を為す者 は誰彼 の用捨 な く片つ端か ら縛 り上げて しまふ と云ふ噂 さが

立 ち」 「質朴 なる被害民 は之 を信 じて甚 く失望落胆 して復た起 つ能 はざる もの と思い込 んで しまつた」

ため,1900(明 治33)年3月 か ら被害地 に とどまって 「鉱毒政談演 説会」 を開催す る・とともに⇔,被 害

民に裁判 の傍聴へ 出かけるこ ともうなが したのだ った。これ らは一定 の効果 を もた らしたが,12月22

日の第1審 判決のあ と,被 害地 にもどった農民たちは鉱業停止運動 にかかわるこ とを避 けるようになっ

た。運動が沈滞化 していたこ とはま ちが いない。田 中は1901年4月 に農民指導者 らにむか って 「奮発

すれば無罪 な り。ち ・"こまれば罪 とな るか もしれ不 申候。(差 引勘定 は無用 な り)。」(18日)や 「世間

無害地の人々は漸 く正造の申す事 を信 じ来 りたれば,又 漸 く被害地の人々に して却て正造の申す事 をば

信ぜ ざるに至 りた り。鳴呼,出 獄後の被告 人の大責任は沿岸の蒼生 を如何 にす るか。但万事責任 は終局

せ りと思ふか。此難銀相手のなき仕事 と思ふか。即 ち悪好 なる反対な き仕事 とお もふか。好時期 はいつ

で もよきもの とお もふか。浅薄 なる正造 の申す事今 日ほ ど信ぜ ざる事な し。然るに無害地の人々は漸 く

に して信 じ来 り候」(22日)と 書 き送 っている(第15巻)。

この書簡からもわか るように,田 中は運動の ひきしめ とあわせて世論形成に も乗 り出 していたのであ

る。 なかで も注 目すべ き成果 は,1900年7月21日 に結 成 され た鉱毒被 害調査有志会であ り,翌 年5月

21日 の鉱毒調査有志 会である。 これ らの会 は知識 人を中心 に した ものであ ったが しだい に支援の輪 を

広げてい き,11月 には 「鉱毒地救済婦 人会」 を発足 させるな ど,積 極的 に演説会を開 き世論喚起に貢

献 したのだった。

ところで,1900年12月22日 の川俣事件 第1審 判決 を不服 と して,.被 害民 と検察の両者が控訴 した こ

とか ら,翌 年9月20日 には東京控訴院で第1回 公判が は じまる。 これ にともなって新聞報道 もまた活発

化 しは じめることになった。 とりわけ10月6日 か ら12日 までの裁判官 らによる被害地の現地検証はそ
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れ を勢いづけた。 この臨検 には鑑定 人と して横井時敬や長 岡宗好 らとともに,田 中や弁護士,鉱 毒調査

有志会のメ ンバー,お よび多数の新聞記者が参加 している。記者 らは実地検証の記 事だけで はな く,多

くの関連記事 も載せ ていった。そのなかには,毎 日新聞の松本英子がll月22日 から翌年3月23日 まで計

60回 にわたって 「み どり子」 の名前で連載 したルポル ター ジュ 「鉱毒 地の惨状」 な どをは じめ ,11月

29日 に入水 自殺 した古河市兵衛夫人為子 の記事 もある。

この ように新 聞報道を きっかけ と して世論 が しだいに盛 りあが って きた状況 をふ まえ ,田 中は1901

年12月5日 付の書簡で 「鉱毒 問題漸 くして天下の一大問題 の如 くこな りて,被 害地視察櫛の歯 を挽 く。

国家各府県の志士仁人四方 よ り憤 興 シ来 らん とす。 五大法律学校の連合,東 京有志 の結合 ,青 年会の結

合,貴 女賢女の結合 と各宗教家の団体,甲 乙相呼 んで提携相成候勢二候」 と書 いてい る。運動 をすすめ

てい くうえで,こ れを 「提 携相 成候勢」に とどめずその体制(も しくはきっかけ)を 作 る必要がある こ

とはいうまで もない。なおこの書簡が直訴決行 の5日 前 のものであったことに注意 をしてお く必 要が ある。

他方,世 論 の盛 りあが りに反 して,被 害民の運動の方 はさほ ど盛 りあが りをみせ なかったよう であ る。

た とえば控 訴院 の裁判官た ちが臨検で被害地 を訪れた とき,農 民指導者に対 して,「 惜 いかな,被 害地

の県会議 員は一 人 も同行 して被害地 に行 くもの な く,郡 会又 一人 も同情 な きが如 し。(中 略)弁 護士 東

京 よ り数十人,埼 玉,群 馬 数十人な りしに,下 野は一 人 もな し。一 人 も弁護せず,哀 情 を述べ もせず,

判事 に同行せず,東 京等の弁護士 に答礼 もせず,実 に無 人島の下野 か」 と書 き送 っている(『 全集」 第

15巻,325頁)。 運動 が活性 化 しなか った理 由に一つ には ,農 民指 導者 の なか には田 中 と異 なっ た運

動 ・考え方 を志 向する もの も現れ てきたか らであ り図,も う一つは古河側の離 間策がおこなわれていた

ことがあげられ る。1901年 に田中が被害民 に出 した多 くの手紙 に離間策 に注意せ よとの内容が含 まれ

ている。た とえば9月3日 付の原田 タケ(田 中正造 の姪)宛 書簡では 「方今正造 の身ハ離間中傷の中心

な り。見 よ,大 なる ものハ被 害民 と政府 と離間 され,小 なるものハ定助等 と正造 の間にも充分離間の策

ハ行れ,其 方 どもハ其術 中二陥 りたる憐 れなる ものな り」 と(同 上 ,312頁)。 た とえ被害 民 による運

動 が沈滞化 していて も,非 命者をこれ以上出 さないために も,早 急 に問題解決 をはか る必 要があった。

さらには,被 害地での運動が盛 りあが っていないからこそ,問 題の解決がいっそ う焦眉の急 であった と

い えるかもしれない。

第2節 議員辞職 と憲法観

1901(明 治34)年10月23日,直 訴の およそ1ヵ 月前,田 中は帝国議会議員 を辞職 した。時期的に考

えて,こ れ まで も先行研究が指摘 して きた ように,10月23日 の議 員辞職 は直訴の決意が固 まった証拠

だ と考 えるこ とがで きる。ただ注 目してお くべ きことは,そ れにさきだつおよそ7ヵ 月前 ,第15回 議会

において彼 は,あ らか じめ議 員辞職 をうかがわせ る発 言を していた点である。すなわち 「来 ル十六議会

二於テ,田 中正造ハ出マセ ヌデモ是ハ国家問題デゴザ イマ スカラ,如 何 ナル人ガ此 問題 ヲ出 シマシテモ,

伊藤内閣ハ古河市兵衛ノ奴隷 ナ リ ト云 フコ トノ辞 ヲ発セ ラレナイヤ ウニ,私 ハ望 ンデオクノデス」(3

月22日,r全 集」第8巻,423頁)と 。 またほぼ同 じ時,ど こまで直訴 を意識 していたかは この発言 か
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らだけでは判断で きないが,死 を意識 したことも言 ってい る。つ ま り 「唯諸君二御訴申サナケ レバナラ

ナ イノハ,御 互二 人ノ命ハ明 日モ期 シ難 イコ トデ ゴザ リマ スル,会 期 は明 日デ了ル ト云 フニ至 ッテハ ,

殊二吾 ミノ如キ年 ヲ取 リマシ タモ ノハ,是 コソ全 ク明 日ヲ期サナ イノデアル,来 ル十六議会ハ姑 ク措 イ

テ,明Bガ 計 リ難 タイノデゴザ イマスカラシテ…」 〈3月24日 ,同 上,435頁)と 。

「毎 日新聞」主筆の石川半 山に出会い直訴 を示唆 されたのが同年の6月8日 の ことであ るか ら,そ れ

以前 に,た とえ漠然 とした形であって も,議 員辞職 とそれ につづ く行動 を考 えていたことは確 認 してお

かなければならない。事実,直 訴直後の 「都新聞」 には 「恐れ多 き事 にはあるが身 を拠つて謹奏 を致 さ

うと存 じたのは三十二年の1月 新年拝賀の朝であつた」 と語 ったことが報 じられ(12月12日),同Bの

「時事新聞」 には 「親 しく御裁断 を仰 ぎ度い と云ふ覚悟で,実 は二三年 も前か ら考へ て居 りま したけれ

ども寛に時期 を得 ません」 とも書かれてい る。 よ り詳 しくしる されているT都 」 の方が 「時事」の内容

とも一致 してお り,田 中の脳裏に32年1月 初 めか ら直訴が秘め られてい たことは間違いな さそ うであ

る。 くりかえす まで もな くこの時期は,前 年10月 に第3回 押 出 しを「我 々の政府が」政権 をとっている

からと帰国 させたにもかかわ らず,ま ・った く政府は機能せず瓦解 したあ との ことであ り,そ れゆえ田中

が政治責任 を感 じ,保 木 間での約束上 も被害民の先頭 に立たなければならない ときであった。 しか も新

年拝賀のときは,天 皇 をいちばん至近 な距離『にとらえるこ とがで きる時であった。直訴が脳裏 をかすめ

た として も不思議 はない。

そ もそも直訴自体は,第1章 第1節 で見た六角家払好運動の さいに農民た ちが 「一一命 に掛けて も直訴

に及ばむとまで韓め」いた ことか らもわかるように,要 求を成就 させ る手段 としては決 して突飛な考え

ではなかった し,実 際 に田中らは官 軍や本 家烏 丸公 に 「直訴」 をこころみてい る。 ただ し木内惣五郎

(佐倉宗吾)の 例の ように,直 訴が命 と引換 えになるこ とは前提 として考 えられていた と思われる。そ

れゆえに六角家騒動 では'「一命に掛 けて も」 との決意が見 られたのである。 したがって1901年3月24

日の議会での 「御互二人ノ命ハ明 日モ期 シ難 イ」などの発 言も,直 訴 にともなう死を意識 した ものだっ

たと考 えてよかろう。

ところでい ま見た 「時事 」にはつ ぎの記事がつづ く。「尤 も私が議 員の籍 にある時 には,毎 年宮 中年

賀の際などには 一同整列 して居る前 を聖 上陛下には極め て徐かに御通過あ らせ らる ・ので ,わ ずか一尺

か一尺五寸手 を延ば さないで も奏書を奉呈する事は容易 に出来るのですけれ ども斯様な手易い事 を して

は全体に悪例 を示す許 りでな く,私 は非常の大悪人大罪 人 とな ります。自分は構 はぬ としても大なる悪

例 を遺すのが私の一番堪へ られない処 ですか ら,不 本意 なが らも控へ て居 たので御座 ります」 と。別の

史料 によると,議 員の身分で天皇 に書 面を出す ことは 「議員の職責 を侮辱する と云ふ ものだ」 と考えて

いた日。つま り田中は1899年1月 か ら天皇へ直訴 することを心 に抱 きつつ も
,大 運動 によって既存の政

治システムを動か し,問 題の解決 をはかろ うと して きたのだづた。 さらには彼 自身の議会活動 もあった

し,「 アクビ事件」 にともなう裁判や川俣事件控訴審 にも対処 しなければな らなか った。 このため第15

回議会で辞職 をほのめか したあ ともお よそ7ヵ 月間 も辞職 しなか ったのであ る伺。 ともあれ田中は ,憲

法 を破壊 しない よう,ま た議員として 「悪例」 を残すこ とがないよう議員辞職 したのだった。
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それで もなお直訴は,辞 職 に ともない議員 としての責任はないが,憲 法 の下で 「悪例」を作 りかねな

い ものであるこ とには変わ りがない。 だが田中には直訴 をしなければならない理 由があ ったのであ り,

その 「善後策」 ともい える もの を考えていた。

すなわち直訴 にいた った理 由 としては,「 限界」 を見極めた ことを指摘 してお く。一つは被害が拡大

し,こ れ以上待 てない という 「限界」である。第4回 押出 しにさ きだち,田 中が請願の趣旨を 「天産 と

水 ト人殺 しの 三ヶ条二過 ぎず」 と被害民 に送 ったことを紹 介 したが,被 害面積・額 は増大 しつづけ,非

命 の死者 は増加 を続けた。早急 に解決がはかられなければならない。第2の 「限界」は,第2章 で明 ら

かに した,現 行の政治 システムが正 しく機能 していない ことに対 しての ものである。い ま一度 くりかえ

す と,第15回 議会末 にお こな った質問演説で述べ られたよ うに,司 法権,行 政権,経 済,厚 生,国 家

財政,地 方制度 ・自治,国 土 が乱 れ,憲 法破壊が起 きていた。 この システムの下では,い くら田中が格

闘 して も,「 亡国」状 況 を変えることはで きず,鉱 毒問題 も解決す ることはで きない。憲法が正 しくお

こなわれ ることにこだわった田中に とっては,一 方でこれ らの問題解 決をはかると同時 に,他 方で憲法

に もとついて存在 している政治 システムの健全化 をはかる必要があった。

第3の 「限界」の見極め は田中 自身の身体 に関す るものであ った。 田中が親戚や農民 らに出 した手紙

を見 てい くと,病 気,そ れ も脳病 とい う言葉が1901年 は じめか ら多 くな り,と くに4月 以降 しだいに

病状が悪化 してい った ようすがわかる。 た とえば5月ll日 には,甥 の原 田定助夫妻 に宛てつ ぎの よう

に書いている。 一部を抜書 きしてお く(「全集」 第15巻,265～266頁)。

ダマ マ エ

○正造脳病ハ遺忘性 ヲ増長 シテ危険多 シ

○彼是 日夜運動 中日夜脳病二苦 メリ。正造ノ脳病ハ無形病 ナ リ,肉 体 ノ健不健二係 ラズ↑嵐 幸へ

近 日来肉体 ハ健全 ナ リ。脳 ハマ ス/＼ 不出来ナ リ。脳病ハ全 ク無形病ニ テ,医 師ニモ分 リ兼 ル

モ ノナリ。

○約言セバ元気 ・力,記 憶,忍 耐,思 慮,活 発,精 細等 の妨 ゲヲ為 ス病 ニテ,非 常 ノ難病 ナリ。

凡人類中思慮 を要スルモノニ シテハ此上 ナキ難病ナ リ。然れ ども此病 ノ害ヲ受 ケザルモ ノハ,我

精神潔 白,正 直,短 気,怒 気等 ノ要部ハ依然 トシテ居 レリ。(中 略)正 造 ノ病気パー人 ノ病ニ ア

ラズ,天 下ノ病ヘナ リ。故天 ド全快セバ正造 尚十年 ノ寿 ヲ有セ リ。天下今 日ノ如 クシテ被害民 ノ

死命 ヲモ救 フ能ハザ レバ,正 造 ノ命数ハ本年 ノ内ニア リ。乞 フ,決 シテ痛ムナ ク,偏 二天下 ノ形

勢 ト正造 ノ命数 トヲ比較 シテ,此 予言ノ余 リニ誤 ラザルコ トヲ記憶セ ラレヨ。

たんに脳病の ことを言 っているだけでな く,後 半の部分では直訴 を暗示 する表現がある点 に注目 して

おかねば ならない くくり返す まで もな く石川半山 との直訴打 ち合 わせの前である)。 なかで も 「天下全

快 セバ正造尚十年 ノ寿 ヲ有 セ リ」 との表現は興味ぶ かい。 も し直訴 を しないです むなら,あ と10年 間

は生 きられるといっている ととらえることがで きるか らである。そのあ との 「天下今 日ノ如 クシテ被害

民 ノ死命 ヲモ救 フ能ハザ レバ,正 造ノ命数ハ本年 ノ内ニ アリ」 との対比 において,こ の点は十分 に強調
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されなければならない。

なおあ と10年 間生 き長 らえると書いてはい るが,現 実には田中の病状 はわずか なが ら悪化 してい っ

たようである。8月9日 に姪 の原 田タケ夫妻 に宛 てた手紙には,「 正造の脳病本年一月六 日参 りたる と

きよりも少 ミ甚 しくな りた り。但 し,幸 へ目まいハ無之候 。只失念,違 忘激 し くな り候。思慮欠乏,忍

耐損 耗せ り」 とあ った。一月に病気 になった ときには,「 明 日を期すべか らず」 として,遺 言を残そ う

とタケ夫妻 をたずね たのだ った(『 全集」第15巻,222,311貢)。8月 段 階ではその ときよ り悪化 して

いたことがわかる。 さらに9月3日 に姪 に宛てた手紙 には,「 正造 尚数年壮健 なれ'バ,間 接二保護すべ

きも,最 早事理遅 く百事行届 かず,且 ツ明 日を期せず。正造ハ最早用るなき場合な り」 と書かれている

(「全集』第15巻,312頁)。 小松が指摘 したように,「意味ある死」を求め たと考 えて も不思議 ではないM。

い ま見 たように田中は,亡 国状況 をあらため,鉱 毒問題 を解決するため,老 いてい く自分 を引換 えよ

うとしたのだった。 とはいえ,た んに突発的に,命 とひきかえてそれをや ったわけではない。議員辞職

にあた り,後 継者 をつ くり,そ の人物 らをとお しての議会活動 の継続を企図 していたのである。その意

味では,議 会に対す る失望か ら議会 を去 った という見方 は適切で はなく,政 治活動 の継続,さ らには鉱

毒問題への後継者 によるコ ミッ トも企図 していた点に もっと注 目すべ きであ る。

以下ではそ うした,田 中の思想 と行動の重層性 を,辞 職 にかかわる一連の行動 によって明 らかにする。

議員辞職 を田中が支援者 に正式 に表明 したのは,1901年1月19日 の ことであった。蓼沼丈吉(田 中

の辞職後 にその地盤 を引 きついで衆議 院議員 となる)宛 て書簡では,「 正造国会議 員 も今回で切 り上げ

ます。(中 略)二 十 余年 間一 日の如 くやつ てや りぬ け られぬ小 生,老 へ て止 むな く辞退 して後進者 を出

さん と決心い た しました。其最後 の年 しであ ります。」 また村山半(佐 野 町長で田中の有力 な支援 者)

宛てでは,「 ○文略,小 生儀今回限 り位 にて議員は切上げ に致度決心 に候。○已に昨春二 月fs三 日の議

場 と覚,右 の事情 を陳述せ しに事故あ り,今 日に遷延致 し居 り候始末に候。突然の様 に御汲取有之候て

は恐入候得共,昨 春 より相発 し居 り候事 に付,夫 々後進者中御準備 にも可有之事 とも被相察候」 と書い

ている(以ft『 全集』第15巻)。

田中が議員辞職 につ いて議会内で言及 していたのは,村 山宛て書簡 に書いた1900年2月13日 ではな

く,2月15日 の ことであった。田中はつ ぎの ように述べ ている(『 全集』第8巻,256～257頁)。

此 田中正造ハ衆議 院議員デゴザ イマスルカラシテ,自 分 ノ選挙区 ノ関係 ガアルカラヤルナゾ ト云

フヤ ウナ,馬 鹿ナ説 ガ此議場 ノ中二勢力 ガナ クテモー人デモニ人デモ左様ナ御方 ガアルタメニ,

此被害民 ノ不幸 ヲ被 リ,又 国家 ノ不幸 ヲ被ル ト云フコ トノ不都合 ガゴザイマス レバ,私 ハ又議員

ヲ罷 ルノデゴザ イマス,今 日ニモ罷 メル ノデア リマス,サ ウ云フ若 シ方 ガア リマ スル位ナ ラバ,

私ハ罷メテモ ウ議場へ出ナイデ,蔭 ニナ ッテ諸君 ノ御小使 ヲシテ働 カウ ト思 フノデゴザ イマス,

(中略)サ リナガラ今 日辞表 ヲ出 シマス レバ,明 日ハ演壇二登ルコ トハ出来マセヌカラ,今 一場

ノ御話ヲ致 シテ議員 ヲ罷 メマスル積デゴザ イマス
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この1901年2月15日 は,川 俣事 件発生 か ら2日 後であ り,憲 政本党 を脱党 した 日である。 この段 階

では,政 党離脱 の理由 と同 じく,鉱 毒問題 を解決するため に議員辞職 を考えていた ことが わかる。だが

裁判や,い まか ら述べる ように支援者か らの反対が あ り,議 員辞職す ることな く,議 会で諸問題 の解決

を訴 えつづけなければな らなかった。この過程で,司 法権 をふ くむ政治 システム全体が機能 していない

ことが一段 と明 らか になったこ とはすで に述べた とお りである。 また離間策 もさかんにはなたれた。 こ

うしたなか,彼 の議 員辞職 を決定づけた ものは,1900年12月22日 の第1審 におけ る多数の農民たちに

対する有 罪判決,な らび に上 に言及 した ように,1901年1月6日 に遺言 を残そ う としたほどに田中の

病状が悪化 した ことにあった と考 えられる。

ところで先に紹 介 した1月19日 付け書簡のあ と,2月5日 には同 じく村 山半 に宛 ててこの ような手

紙 を出 してい る。 これ によって,1900年 段階 では支援者 らを中心 に議 員辞職反対があ ったこと,ま た

今回の辞職のため に根回 しが必要であったことがわかる。

先日突然の如 くに小生今回限 りにて辞職致度候間,夫 々御準備有之度云々を蓼沼,川 俣両君と貴

下三氏丈けに申上候様に覚へ候。然る処右は未だ昨春辞任に反対せ し近藤貞吉氏,山 田,玉 生,
けね

江守外数名及在京鈴木重遠氏他十九人の政友に何等の打合せを致すの余地なきまま,只 愚意の見
層込を申上候次第なれば

,一 時前便御預 り被下度候。但 し取消には無之候。只暫 らく議会閉会頃ま

で御預 りに相願度候。

蓼沼 らに再度辞任 を表明す るのは,1901年7月10Hの ことであった。「正造最早 止むな く年長 し。期

熟 して議員 を辞す事 に致 したる ものな り。只ヘボな余 り長いか ら杯 と云ふ にはあ らず。勤める事 が骨が

折 れ るか らであ る。骨 を折 るは厭 はね ど,社 会 のため に不利益 であ るか らだ」 と(『 全集』第15巻,

301頁)。 そ して10月23日 に,つ い に辞職す るにいたった。

なお直訴 を目前 に した1901年12月3日 には,姪 の夫である原 田勘七郎 に宛て 「原田勘 七郎モ亦蓼沼

氏 トノ中ヲ隔テ ラレタリ。(中 略)用 心 シテ早 ク離 間サ レルナ ヨ。蓼沼氏 ノ災難救 へ賜へ」 と書 き送 っ

ている。 さらに6日 には,被 害民 に宛 てて 「東京表市兵衛の廻 しもの ・ため常 ミ手紙 を取 られて困 り申

候事多年な り。 貴下等 より蓼沼氏 二送 る大切の手紙ハ必ず親展こいた し,も しくハ御書留可然」 とも書

いている。後継者である蓼沼への気遣い,つ まり国会での政治運動 と鉱毒問題 に対す る運動の継続性 に

心を砕いている ようすが よくわか る。

第3節 天皇観 と直訴状

本稿の冒頭 「問題の所在」 で言 及 した ように,直 訴か らおよそ1週 間たった1901年12月18日,妻 に

宛てて田中は,直 訴 が うま くいったなら 「上下の御為め此上な き事 に至 るべ き」 と書いた。直訴が成功

し,天 皇 にとって よい状況 とはいかなるものなのか。以下では大 日本帝国憲法の枠組みの なかで,こ れ

まで明 らか して きた政治 システムの状 況 をふ まえ,そ れ らの政治システム と天皇の関係 を田中が どのよ
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うにとらえていたのかを分析 することにする。 これによって田中が天皇 に何 を求めていたかが浮か びあ

がって くる。

1.行 政府 と天皇

まず,1891(明 治24)年9月 の 日記 に 「憲法解義 の独特」 と題 して しる された田中の考 えを見てみ

る(r全 集」 第9巻)● ●。 ここでは信任投 票問題を手がか りにする(便 宜上,A,Bと 記号 をつけ る)。

A.憲 法の要 とは責任 を云ふ。 日本国民 たる もの憲法上の責任 を負は ざるものな し。天皇陛下独 り其

責めを負はず。故に大臣之れ に代 るな りて其責め を負ひ之れに代 ると云ふは,天 皇の大権 に代 るの意

にあ らず。只天皇 は犯すべ からざるの故 を以て,大 臣代 て其責めに任 じて,罪 あれば其責めに服す を

云ふ。

B.貌 れの国 とい ・ども国家 に責任 を負はざるの良宰相あ りや,良 将あ りや。若 し大臣 にして,其 宰

相 に して,責 めを国家 に負は ざるものあれば,之 れ必ず暴政汚治な り,若 しくは野 蛮政治な り。甚へ

かな,立 憲国の大臣に して其責任を避 くる,自 ら不忠不義 を表白す るものな り。

A,Bと もに,憲 法規定上の天皇の不可侵性 をもとに,大 臣が責任 を取 るべ きことを述べている。 さ

らにBで は,責 任 を避ける ことは 「不忠」「不義」であ るとい う。そのか ぎりにおいて,当 然の ことな

が ら政治責任を追及す るばあい には,大 臣 ・行政府に対 しておこなわれ ることとなる。

つ ぎに第4議 会(1892年11月29日 開会,1893年2月28B閉 会)に お ける軍艦建造費 をめ ぐって問題

化 した 「一銭一厘」 問答 をうけて口,自 由 ・改進両党 による内閣弾劾上奏問題 と,そ の こ天皇 か ら出 さ

れたいわゆる 「和協の詔勅」の問題について簡単に見てみることとする。 いま見た天皇 と行政府の関係

が,現 実 の政治の場 ではどのようにあつかわれたか,ま たそれに対する田中の対処の し方を明 らかにす

るためで ある。

内閣弾劾上奏案が衆議院 に提 出 され る前 日の1893(明 治26)年1月22日,田 中は神 田にあった錦輝

館においてつ ぎの演説をお こなった。一部 を紹介す る。

今の政府を倒 さうとせず とも自然 と倒れる。義務 を重 ん じない,国 家 に尽 くす義務 を重ん じない,

何れの国で も政府なる ものが義務 を重んず るか ら其手際 は御無理でない。上に居 る政府なるもの

が義務 を忘れた と云へ ば亡ぶるの時である。此亡ぶ るの時 は如何 に して も救ふこ とが出来ないの

であるか ら,我 々はどうも仕様がないか ら手 を空 しふ して居って政府の倒れるの を見て居 る斗 り

であ る。併 しなが ら只見て居る と云ふことには往かないか ら此義は 天皇陛下に上奏 を致 して御

訴へ 申 して置かねばならぬと云ふ ことで ござります。

つ まり政府が正 しく機能 しないことによって生 じる政治混乱 ・政治的空 白を避けるため に,天 皇 に訴

えると主張 している。現実 には,こ の上奏案が上程 される とす ぐに衆議院 は15日 間の停会 を命ぜ られ
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た。その後,議 会開会前 に負傷 したため休んでいた伊藤首相が復帰 し,議 会 と内閣の和衷協 同を説いた

が衆議院 で弾劾上奏案は可決 される。 これ を受 けて,伊 藤 が天皇 に対 して詔勅 を奏請 した。 そ して天皇

は 「和協の詔勅」 を発 したのだった。 これは 「国家軍防 ノ事 に至テハ,苛 モー日ヲ緩 クスル トキハ,或

ハ百年 ノ悔 ヲ遺サム。朕慈 二内廷 ノ費 ヲ省キ,六 年 ノ間毎年三十万円 ヲ下付 シ,又 文武 ノ官僚 二命 シ特

別 ノ情状 アル者 ヲ除 ク外,同 年月間其俸給 十分一 ヲ納 レ,以 テ製艦費 ノ補足二充 テシム。朕 ハ閣臣 ト議

会 トニ椅 リ,立 憲 ノ機関 トシ,其 ノ各 々権威 ヲ慎 ミ,和 協 ノ道二 由リ以テ 朕 力大事 ヲ輔翼 シ,有 終 ノ

美 ヲ成サム コ トヲ望 ム」 とい うものだった。

この勅令が出 されたことはその後の田中の思想 と行動 を見る さいに興味ぶかい ものである。 というの

もずつ には,詔 勅の内容 とそれまでの田中の 主張点が似 てお り,以 下 に見るような 「確信」 をもった と

思われる点である。すなわち,1893年1月10日,田 中は議会で海軍臨時費 について質問をお こなった。

そのなかで コロンブスが船 を作 るにあたって,ス ペ インの 丁女帝 ガ髪 ノ上 ノ道具 ヲ売 ッテ」資金を調達

した との例 をひ くとともに,前 総理の松 方正義が寄付 をするの もよいだろ うと述べてい る(r全 集」第

7巻,145～146頁)。 そ して実際 に天皇か ら出 され た 「和協の詔勅」 は田中 に主張 にきわめて近い もの

だった。翌1894年11月19日 に茨城県でお こなった 「予算,勝 算,及 決算」 とい う演説のなかで田中は,

「或 る議員ハ海軍二向て左之 質問 を試 ミました」 とのべて,上 記のスペ イン女王の逸話 を紹 介 している

(「全集』 第2巻)。 その うえで,つ ぎの ようにつづけているのであ る。

此質問ニハ流石二答弁 ノ詮 スベ ナク夫 ヨリ数 日の後 ち勅令 ハ出デ タリ。官吏俸給十分一 ヲ納附せ ・

しめ軍艦 製造の資 トセ リ。皇室モ又年 ミ三十万 ヅ ・ヲ御 ド附 ア リテ六 ヶ年間毎年一 百四十七万円
ぜ コ

ヅ ・六ヶ年合金八 百余万円 ヲ憤発 シテ政府の熱心 ヲ社会二発 表せ しめ しハ誠二君子 ノ争 ト云 フベ

し。(右 質問者ノ名 ヲ示 スベ し。 ハイ揮 ナガラ不 肖正造です。)

最 後の括弧中の文章か らわかるこ とは,坂 野 も指摘 してい るように,「 田中は自分の コロンブスの逸

話が 『和協 の詔勅』 となってあらわれたことに 自慢であったにちがいない」●Φという点である。括弧の な

かの文 章 もふ くめて,ほ ぼ同 じ文面の演 説草稿(12月5B付)が 存在す るこ ともこの指摘 を補強 しよ

う。 その草稿のなかで 「遊二政府ハ熱心二議会二示 シ,議 会モ又軍艦製造 ヲ可決セ リ。此争ヤ誠二必用

ナ争 デアリマ シタ」 と書いている(『 全集』第2巻,203頁)。

つ まり詔勅 は田中に とって 「自慢」であ り,望 ましい ものだったのであ る。この ことは田中に対 して,

1.天 皇は正 しい ことを している,2.天 皇 は自分 を認め て くれた(あ るいは 自分 に同意 して くれた)

と感 じさせたのではなかろ うか。「ハ イ揮 ナガラ不肖正造です」 との表現は,そ う考えるに十分 であ る。

ただ し視点をか えてみ ると,1.こ の詔勅は政党側か らの上奏 と政府側か らの奏請によってもた らされ

た ものであ り,上 奏がなければ出 されることが無い ものである,2.議 会 は帝国憲法 第49条 の規定 に

よって上奏することができるが,議 会が 「正 しく」機能 しないときには成果 を望むことができない もの

である。 こうして生 まれ た 「確信」が,議 会 をとお しての上奏ではな く,直 訴 を必然化する も.う一つの
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理由であったと思 われる。

ところで田中が,自 分の意見 と詔勅の内容が似 かよっていたこ とを喜んでいたにもかかわ らず,そ の

ような 「聖 断」 は憲 法 を破壊 す る もの と否定的 に とらえて い た点 につ いて付 言 してお く。 す なわ ち

1893(明 治26)年2月22日 の議会演説 で,「 暴君 ガアッテ此度 ノ詔勅 ノ如 キモ ノヲ以テ……,(中 略)

度 々ア ッタラ ドウシタモノデ アル,ガ 官吏 ノ俸給ハ悉 クナ クナ ッテ仕舞 フ場 合ガナイ ト云フ訳ニハ行 カ

ナイ ノデアルガ,サ ウスル ト憲法 ノ効 力 ト云 フモ ノハナ クナ ッテ仕舞 ウ」 と述べ る とと もに,最 後 に

「更二発 言 シテ差支ナケ レバ私ハ高田君 ノ説 二賛成 シマ ス」 と,詔 勅 による減俸の手続 きが違 憲であ る

と発言 した高田早苗を支持 したのだった(r全 集』第7巻,157～158頁)。 また翌1894年 には,「 和協の

勅令」を 「一種変態 ノ勅令」 と呼 碑,「 勅令 ヲ出セバ予算 ヲ破ルカ ラ憲法 ヲ破 るカラ」筒とも書 いてい る。

この ような勅令 を否定的に とらえる考 え方 は,「 ハ イ揮 ナ ガラ不 肖正造です」 と発言 し,詔 勅 を歓迎

していた ことと一見す ると相反す るように見える。 だが田 中は詔勅が たびたび出 されたばあい,憲 法の

効力を失 つて しまうといっているのであって,詔 勅 自体 を否定 しているわけではない。 ま して 「和協の

詔勅」 は,「 必用の争」の結 果出 された としていたのである。 さらに,詔 勅 と憲法の問題 を直訴 との関

係で見てみるなら,も し憲法 自体がす でに破壊 されている なら,詔 勅が憲法 を 「破 る」こ とはない。逆

に破壊 されてい る憲法 を回復するためには,直 訴が きっかけ とな りうるのであった。

2.家 族国家観 と天皇観

田中が受けた教育が どのてい ど勤皇色が強い ものであったかは判然 としない。そ こで演説や書かれた

ものを とお して,田 中が天皇 に求めた もの を明 らか にする ことに したい。

まず1900年2月23日 に出 された 「政府 ガ 皇室 ノ尊栄 ヲ冒涜 シ憲法 ヲ無視 スルノ甚 ダシキ儀 二付 質

問書」(『全集j第8巻)を 見てみる。天皇 と国民 だけではな く,官 僚や憲法 にも言及 しているので全文

を引用 してお く。

陛下ノ赤子タル被害地ノ人民ガ好商古河市兵衛ノ為メニ祖父伝来ノ家産ヲ蕩尽シ其骨肉ヲ殺傷セ
トア ぎ

ラル ・二忍 ビズ,之 ガ救済ノ道 ヲ求ムルモ陛下 ノ補弼 タル百僚官 吏ハ憲法法律 ノ恩恵保護 ヲ殊二

被害民二限 リテ与ヘザル ノ ミナラズ,却 テ時々暴威暴力 ヲ以テ之二臨 ミ自己ヲ利セ ンガ為 メニハ

憲法 ノ全部 ヲ破壊 シ法律 ヲ濫用 シ又法律以外 二突 出シ良民 ヲ殺傷 スル等,是 レー視同仁 ト勅 ラセ

玉ヘ タル 陛下 ノ臣民 タルー部 ノ良民 ヲ虐待 スルモノニ シテ,是 レ 陛下 ノ聖 旨二大 二違ヘ タル

者 ト云ハザルベ カラザ ル,之 レ皇室 ノ尊栄 ヲ冒涜 スルノ甚 シキ者 ト恐 察ス

「陛下 ノ赤子」 「陛 下ノ臣民」「陛下 ノ聖旨」「皇室 ノ尊栄 」 など,天 皇 に関係す る表現が たいへ ん多

いことに気がつ く。赤子 たる被害民 を救済 しない ことは,聖 旨に反 し皇室の尊栄 を冒涜す ることになる

とい うのだ。この質問書は川俣事件が発生 してか ら10日 後 に出 された ものなの で,政 府 を追及す るレ

トリック と見ることがで きないわけではないが ,よ く知 られているように,田 中はこれ以外 に も天皇 と

国民につ いて さまざまに述べているのである。
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た とえば1901年2月 の 日記が そ うであ る。長 くなるが,一 部 を抜 き出 してみ る(「 全集」 第10巻,

230～231頁)。 天皇 を 「上」 ととらえ,そ の威徳 をたたえた文章 を見るこ とがで きる。

北清二我軍分捕せぬハ陛下の御徳 ヲ表スベ シ。国民の気質を表する二足 ル。上 ト下 トハ忠実ナ リ。

家ニア ツテモ外 ニアツテモ忠実ナ リ。行政官ハ国費 ヲ濫用 シ及分捕 ス。外 二分捕セヌハ未 二勢力

ノ至 ラザルモ ノカ。否,軍 人 ノ正直ナルガタメナ リ。

憲法 ヲ守ルモ ノナシ。本義,ケ 条,精 神,今 何処ニ アル カ。明文 二背カザ レバ足 レリ トスルカ。

(中略)議 論ハ執 レデモ,上 天皇ノ御徳 ヲ損 ジ,下 人民 ノ困難 スルコ トアラバ,之 大臣ノ責任ナ リ。

憲法ナキ トキハ帝 ヲ敬 スルコ ト神ノ如 シ。今憲法 出来テ ヨリ尊厳 ヲ失 フコ トアラバ奈何。憲法ハ

古 来以前 ノ尊崇 ヲ保 タンタメナ リ。人民ハ以前 ニモ ナキ難有権利 ト義 務 トノ区別 ヲ判明ニ シタリ。

中央 ノ政府ハ権限 ヲ守 ルニ過ギザルニ,今 ヤ然 ラズ。 ヒ下 ヲ掠 メテ中央独 リ権威 ヲ専 ラニセ リ。

○国民勤王二厚 キコ ト世界無比,勤 王心 ヲ利用 シテ,.国 体 ヲ利用 シテ,権 勢二取 リ入 リ,而 テ普

通 ノ社会 ヲ圧ス。好商御用商人等 スラ国体ヲ利用 セ リ。此 勤王心 ヲ利用スル コ ト狡猪極マ リ

○維新 ノ蒼業ハ陛下 ノ御名ニアリ。今マ好 臣,道 二横ハ リテ御名 ヲ乱用 シ,御 名 ヲ以 テ国家 ヲ亡

滅 スルニ用ユ。終二多クノ人 ヲ殺スニ至ル。多クノ国費 ヲ乱用スルニ至 ル。

天皇への こうした態度 は,明 らかに被害の深化過程 とともに顕著 になって きたものだが" ,そ れは ちょ

うど期 を同 じくしておこった明治30年 代以 降における 「家族 国家観」の形成 に負 うところが大 きいの

ではなかろ うか悩。た しかにこれ以前にも勤王色がつ よい発言 を散見す ることがで きるが●.,日 清戦争 を

契機 と して天皇制国家が確立 してきたことが影響 を与 えた と考 えられるのであ る。なおい うまで もな く

反面で,そ のようななかで天皇を持ち出す ことは,政 府 を追 いつめるものであ り,世 論 を喚起 しうるもの

であった●.。

こうしたことは天皇への言及 と対 をなす,田 中の国民の とらえ方にも見ることができる。けっ して厳密

な ものではないが,大 体の傾 向は,日 清戦争以 前には 「人民」 と呼 んで いた ものが ,日 清戦争中は 「日

本 人」 や 「日本 ノ人」,そ れ以降は 「国民」,「人民」,「臣民」 と呼ぶ ことが多 くなる勧。 もちろん さきに

紹介 した1900年2月23日 の質問書が しめす ように,「 臣民」は年々多 くなってい く。 田中は これらに対

して区別 をしていた(あ るいは,し だいに区別する ようにな っていった)よ うである。た とえば1894

年1月1日 づけで出 したはが きに,「 国に臣民あ り然れ ども憲法的動作 をな して年 を越 ゆるにあ らざれ

ば国の 臣民 にあ らざるな り 国家の責任 及び臣民の義務誠 に重 し 天皇は神聖 な り侵 すべか らざるに憲法

の実 を挙 ぐる能はずんば王室の尊栄 を奈何せ ん 亦国民の幸福 を奈何せん 臣民の責亦誠 に重 し」 と書い

ている。臣民 を天皇制下の人民 ととらえ,国 民 を政治の対 象 としての大衆(人 民)と みな していたとい

えよう。他 の用法 も見てみる と,人 民=国 民 と考えて まちがいはな さそ うである。

最後 に,田 中が 「明君」の存在 を願望 していたと考 えられ る点 をのべてお く。1898(明 治31)年1

月24日 に雲 竜寺の黒崎禅 翁らに出 したはが きにつ ぎの歌が書かれている(「 全集』第14巻)。
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○明君二代 りて よめる此旧暦の正 月,国 家多事の さまを見て

○ 目出度やかなしもしらぬ民 くさの無邪気を見れバいと"か な しき

この歌 は前Bの23日 に作 られた狂歌,「 御 目出度やかな しもしらで我国の無邪気 を見れバい とどかな

しき」 を もとに改作 されたことは まちがいない(『 全集」第15巻,11頁 〉。つ ま り23日 の狂歌は田中の

心情 を詠 んだものであ り,は が きに書 いた方は 「明君」 ならこ うす るであろ うとの田中の予測であ り,

期待である。田中は明治天皇が被害民 を見 て嘆息 して くれる,「 明君」であ ると考 えていたであろ う。

現実に も,「 和協 の詔勅」にせ よ,日 清戦争時の 日本軍の行動 にせ よ,直 接 的・間接的 に天皇 の威徳が示

されているこ とか ら,天 皇を明君 ととらえていたと考 えて よい。

ここで一つ確認 してお きたい ことがある。それは田中が,明 君=天 皇が 「い と"か な し」 と嘆息す る

であろ うと予測 ・期待 してはいるが,そ こで イメージ している明君は,嘆 息 するばか りで問題解決 には

向かっていない点である。田中はこの段階では,天 皇が問題解決 に乗 りだすこ とを望んではいなかった

と思われる。事実,す でに述べたように当時は,田 中は農民の押出 しを「小運動」ととらえ,政 治システ

ム内での問題解決を 目指 していた。 これこそが憲法に合致 した政治活動であった。

3.直 訴状

ここでは田中が直訴状 にどの ような思い を込めたのかを分析す る。 これ によって,直 訴 自体 の意味 を

明 らかに しようとする ものであ る。

布川の指摘 によれば,直 訴状 に対する正造の訂正は,「 全集』 に記載された もの も完壁ではない掴。だ

が本稿 の展開上 は本質的な違いはないので 『全集」(第3巻)を 手がか りに論 を進める。

直訴状 を引用 しながら訴状の構成 について見てみる とつ ぎの ようになる(引 用個所 は田中の修正 どお

り)。す なわち,直 訴は万死 に値す るが,そ れで もそ うしなければならない理由があったとし,「 伏テ望

ムラクハ 陛下深仁深慈臣ガ至愚 ヲ憐 レミテ少 シク乙夜 ノ覧ヲ垂 レ給ハ ンコ トヲ」 の前置 きが ある。つ

づ けて被害の現状,田 中のこの問題への取 り組み について歴史的 に紹介 したあと,天 皇の国内における

位置づけを述べ,つ ぎの ように記 している。

陛下 ノ地 ト人 トヲ把 テ如此 キノ悲境二陥 ラシメテ省 ミルナキモ ノ是 レ臣ノ黙止 スルコ ト能ハザル

所ナ リ。

伏テ惟 ルニ政府当局 ヲシテ能 ク其責 ヲ靖サ シメ以テ

陛下 ノ赤子 ヲシテ日月ノ恩 二光被セシムルノ途他 ナシ。渡良瀬河 ノ水源 ヲ清ムル其一ナ リ。河身

ヲ修築シテ其天然 ノ旧二復スル其ニナ リ。激甚 ノ毒 土ヲ除去 スル其三 ナリ。沿岸無量 ノ天産 ヲ

復活スル其四ナ リ。多数町村ノ頽廃セ ルモノヲ恢復スル其五 ナ リ。加毒 ノ鉱業 ヲ止メ毒水毒屑

ノ流失 ヲ根絶 スル其六ナ リ。如此ニシテ数十万生霊 ノ死命 ヲ救 ヒ居住相続 ノ基ヘ ヲ回復 シ其人

ロノ減耗 ヲ防退 シ,且 ツ我 日本帝国憲法及ビ法律 ヲ正当二実行 シテ各其権利 ヲ保持 セシメ,,更

二将来国家 ノ基礎 タル無量 ノ勢力及 ビ富財 ノ損失 ヲ断絶スルヲ得ベケンナ リ
。
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そ して最後 に 「伏テ望 ムラクハ 聖明衿察 ヲ垂 レ給 ハ ンコ トヲ。臣痛絶呼号 ノ至 り二任 フルナシ」 と

結んでいる。

以上か らわかるように,田 中が天皇に望んだことは二つだった。一つは直訴状 に目を通 して くれ るこ

とであ り,も う一つ は自分の意見に耳 をかたむけてもらうことであ った。その 自分の意見 とは 「政府当

局」に責任 を果た させ ることであ り,そ れ によって,水 源 を清め る,川 か らの恵みを回復す る,毒 土 を

除去す る,沿 岸の天産 を回復す る,町 村 を回復す る,鉱 業 ヲ停止 して流毒 を止める,生 活基盤 をととの

え人口減少 を止 める,憲 法・法律 を実行 させ権利 を保障す る,そ して国家の基礎 となる勢力 ・富財が失わ

れることをな くす とい うものだ った。 これ らは議会で一貫 して政府に求めて きたことであ り,天 皇への

輔弼責任 として も間 うて きたことだった。い まそれ らを天皇に対する ものへ と次元 をかえ,実 態 を知 ら

せ ようと したのだった。,

つ ま り直訴は,そ の内容(さ らには 「謹奏」 と書 かれていた直訴状の表書 き⇔も)が しめす ように,

まった く天皇 にすがる ものではなかったのである。天皇 に事実 を知 らせ,輔 弼 の任にあたっている大臣

(行政府)を 機能 させ ることにそのねらいがあつた。 もちろん行政府を機能 させ るさいには,天 皇か ら

大臣 に対 して,何 らかの形で 「命令」がなされることが前提 とされていたこ とは まちがいない。行政が

機能せ ず,現 行の政治システムのなかで問題 を解決で きない,そ の なかで鉱毒被害が拡大 してい く。 ま

さに亡国状況 にある状況では,直 訴が悪例、となる恐れはあるにせ よ,天 皇が これを正す必 要があ ると考

えたのではなかろ うか。それこそが 「明君」に求め られるものであ り,ま さに天皇 にとつて も 「此上 な

き事 に至 る」 ものあった。

なお蛇足なが ら,幸 徳秋水 が作 成 した直訴状 に30カ 所 も修 正 した事実は,天 皇に正 しい事実 を伝 え

ることを目的 としていたか らで,天 皇の適切な判断 を期待 していた ことの証拠 となる ものであろ う。た

んに世論 の喚起 を目的 としていただけならば,直 訴にお よぶ寸前 まで訂正 をする とい った作業は必 要な

かった と考え られ る。

おわ りに

田中が妻カツに宛てた手紙 をきっかけに して,田 中が直訴 に何 を求めたのか を分析 して きた。直訴に

込め られたものは,じ つに多岐にわたってお り,た んなる戦略 としてとらえることがで きない ものであっ

た。簡単 にふ りか える と,・1.三 権 をは じめ とする政治システムが正 しく機能 してお らず ,議 会での活

動 を通 して もこれ を正す ことがで きない。2.鉱 毒被害は拡大する一方であ り,死 亡者 も増加する。3.

「我 々の政府」が機 能 しないことがわか り1,保 木間での約束に したが って第4回 の押出 しに注力す るが ,

これ も弾圧 されて しまう。4.川 俣事件以降,被 害民 の運動 は衰退 し,マ ス コミの報道 は多 くなった り

少 なかった りとゆれがあ る。5.身 体 的に 「限界」 を感 じる。 こうした ことか ら,世 俗の政治システム

よ り・一段上 にあ り,そ れ を治め るべ き天皇に行動 を求めた。それは 「政府当局」 を機能 させ るこ とに他

ならなかった。将棋の 「王手飛車」 でい うなら,こ れ こそが 「王手」だったと考える。
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だがそんなに簡単に直訴が成功する とは考え られ ない。 か りに直訴が失敗 して も(そ の さいには,殺

されるこ とが前提 であ り,少 な くともけが をする),そ れだけで世論 を沸 か し,多 くの国民 に被 害の実

態 を知 らせ,さ らには政府 もしくは天皇を動 かす こ とがで きるかもしれ ない。これが 「飛車」であ った。

さらには其れにも失敗 して も,直 訴 とそれによる田中の死傷は沈滞化 してい る被害民の運動 に もうい ち

ど火をつけ ることがで きるか もしれない。複数のねらいがあ った考え られ るのである。 もちろ んこれ ら

はけっ して 「昏迷 と憔悼 」などか ら生 まれたものではな く,あ る意味で冷静 な判断があ った。政治活動

の後継者 を準備 していたことか らもうかが うことが できる。

いずれにせ よ,政 治 システムを機能 させるために,田 中は天皇の 「聖断」 を期待 していた。 そのため

に も正 しい情報を伝え ようと,奏 文 に推敲 をか さねたのである。そこに見 られる ものは,天 皇否認の論

理 などではない し,天 皇の責任追及でもない。六角家払好運動時にみせた 「上に赫 々の光明あ りて好 臣

等 の胆為め に寒 きを致すの君 主」,す なわち明治天皇=明 君 に本来のあるべ き姿 を求めていた といわね

ばならない。そ して三権 を正 しく機能 させる役割 を演 じる ことができもの,そ れは明治憲法下では天皇

しかいない。だがそれは悪例 とな りかねない。そこの田中の逡巡があ った と思 うが,う えに述べた状況

を解決 しうるものが天皇 しかいない以上,「 和協の詔勅」の ような 「一種変態」の ものであって も,「聖

断」 が必要だったのである。

確 認 してお きたい ことは,田 中が立憲国家における,近 代政治家 として行動 し,政 治 システ ムにヒエ

ラルキーの なかで政治ルール(順 を追った請願や議会活動)に もとついて問題の解決 をはか ろ うとした

点である。つ まり加害者 ・加害企業である古河に矛先が向か うことな く,あ くまでその政治の ルールに

そった対応 をつづけたのであ った。 この点は十分 に強調されなければならない。

ところで,筆 者 は田中が天皇主義者であったかどうかを問題 に しているのではない。た しか にまが り

な りに も憲法が存在するなかで,天 皇への直訴,「 聖断」への期待 などは 一一見する と時代錯誤の ように

見 える行動である。 さらには口清戦争前後 にナ ショナ リズムが高揚 するなかで,田 中にも天皇への傾倒

が顕著になったことはた しかである。だが くりかえ し述べて きたように,直 訴は冷静な状況判断の もと

でおこなわれたものであった。第二次世界大戦後,今 日までつづ く 「天皇制=悪 」あるいは 「否定 され

るべ きもの」 との視点か らこの直訴問題 を とらえることは,問 題 を見誤 まらせるる ことにな りかねず,

本稿の冒頭で指摘 した多様 な問題の理解を阻害す ることにもな りかねない。時代状況 をふ くむ,幅 広い

視野での考察が不可欠である。

なお この天皇制 をめ ぐる問題 を理解するには,六 角家払好運動の さいに田中が勤王派的な行動 をとっ

た り,佐 幕派的な行動 をとった りした ことがあった ことに対 して,「 昔話」のなかに書 いてい ることが

示唆 に富む。すなわち 「一見妙 に見えて正造 には本領がないのか しらと思 はる ・節 も多かめれ ども,其

れには種々込み入 りたる事情の存す るあ り」 と。現実の政治にたず さわるなかでは,一 つの価値観 か ら

だけでは解決できない問題が存在す ることはまちがいない。新 しくつ くられた,三 権分立を原則 とする

政治ルールのなかで,'そ の枠 を逸脱す るこ とな く,枠 ギ リギリの ところまで可能性 をさぐりなが ら問題

解決に とりくんだ田中正造の 「したたか さ」 に,わ れわれはももっと注意 を払 う必要があろう。 またこ
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の ことは,近 代的な思想 を持 ち,行 動 した政治家 ・田中正造 をはっ きりと浮かびあが らせることになる。

注

(1}拙 稿 「田 中正 造研 究 一 直 訴 報道 と研 究 史」 「明 治大 学 社 会科 学 研 究所 紀 要」 第34巻 第2号,1996年 。

(2}雨 宮 義 人 はそ の 著 書 の な かで,直 訴 後 比 較 的 早 い段 階 で 出版 され た,山 菅 速 子の 丁義 人 田 中正 造 翁 之 反 面 」,

栗 原彦 三郎 の 「感泣 録 」,r義 人全 集jお よび 木 下尚江 のr田 中 正造 翁」r田 中正造 の生 涯」 に は直 訴の 契 機 が ま っ

た くか ほ とん ど言及 され て い な い と し,「 二,三 氏 い が い に こ れ にふ れ る と ころ な いの は,当 時 正 造 を知 る もの

に とつ て は,心 中密 か に予感 の あ り,当 然 の成 り行 きと して,さ した る疑 問 の焦 点 とは 覚 え なか つ た 自明 の理 で

あ つ た の で もあ ろ う」 と書 い て い る(雨 宮 義 人 「田 中 正 造 の 人 と生 涯 」,茗 渓 堂,1954年,209～212頁 。1971

年 の 第2版 で は167～169頁)。

{3)同 上,217頁 。 第2版173頁 。 雨 宮 は 直訴 直 前 に,川 俣 事 件 をめ ぐっ ての 裁 判 ・支援 活 動 な どが 「一一段 と有 利

に展 開 しつ つあ った ので あ り,正 造 の活躍 の場 は窮 した とは い え ない ので あ って,正 造 の こ の度 の 直訴 をな さ し

あ たゆ えん が,単 に 万 策つ きた最 後 の手 段 とのみ い っ た だけ で は納 得 行 かぬ の で あ る」(同 上,211～212頁 。 第

2版169頁)と し,何 らかの 意 図 の も とに直 訴 が お こな わ れた との前 提 で考 察 をお こな っ てい る。

(4)林 竹 二r田 中 正造 その 生 と戦 いの 「根 本 義」j,田 畑 書 店,1977年,108頁 。 なお 別 の個 所 で は 「議 会 を捨 て

た とい って も,鉱 毒 問 題か ら手 を引 くとい う こ とで はな い。 そ うで は な くて,議 会 に と どま って い て も,鉱 毒 問

題 解 決 の 見通 しは ま った くない とい うこ と を見 届 け る と,議 会 を捨 て た ので あ ります」(同 上,241頁)と しる

し,あ くまで鉱 毒 問題 の解 決 が 目的で あ っ た と して いる。

(5)遠 山 茂樹 「田 中正 造 にお け る 「政 治」 と 「人道 」」(「経 済 と貿 易 」109,横 浜 市 立大 学 経 済 研 究 所,1973年,

37～38頁)。

(6)田 村 紀 雄 「渡 良 瀬の 思想 史 農民 運 動 の原 型 と展 開」,風 媒社,1977年,235～236頁 。

(7)中 込 道夫r田 中正 造 と近 代 思想 」,現 代 評論 社,1972年,306～309頁 。

(8)同fi,・179頁 。,

(9)東 海 林吉 郎 「足尾 鉱 毒事 件 にお け る直訴 の 位 相一 戦略 構 想 と しての直 訴 の浮 上 と 「石川 半山 日記1に み る そ

の 展 開」(渡 良 瀬川研 究 会編 「田中 正造 と足尾 鉱 毒 事件 研 究 」第1≒},1978年,67-167頁 〉。

(10)東 海林 吉 郎 ・菅井 益郎 「通 史 足尾 鉱 毒 事 件1877-1984」,新 曜 社,1984年,109頁 。 な お 東海 林 は 「栃 木 県

史1通 史編8・ 近現 代3(栃 木 県 史編 さん委 員 会,1984年,894～895頁)で も同様 の論 を展 開 して い る。

{11)由 井 正 臣 「田 中 正造」,岩 波 新 書,1984年 。 お よび 「田 中 正造 にお け る明 治 憲 法 観 の展 開」(遠 山茂 樹 編 「近

代 天皇制 の 成 立」,岩 波 書 店,1987年)。

(均 山本 武 利r公 害 報道 の 原点 田 中 正造 と世 論 形成j,お 茶 の 水 書房,1986年 。

(13)小 松 裕 「田 中 正造 にお け る憲 法 と天皇 」(熊 本 大学 文学 会r文 学 部論 叢 』 第21号,史 学 篇,1987年,79頁 。

〈14)同 上,82頁 。

(15J小 松 裕 「正 造 の 直訴 をめ ぐって」(朝 日新 聞宇 都宮 支 局 編 「新 ・田 中 正造伝 現 代 に生 きる 正造 思想j,随 想社,

1992年,96頁)。

{16}r田 中 正造 全 集j(以 下 「全 集」)第15巻,岩 波 書店,1978年,355頁 。

⑰ 本稿 で は,田 中 正造 や 農民 等 の行 動 に 「運 動性 」 を認 め る こ とか ら,こ れ を 「払 好 運動 」 と呼 ぶ こ とにす る。

{18)た とえば,前 掲 「田中 正造 の 人 と生 涯j,30～31頁(第2版 は24-25頁)。

{19)前 掲 「田 中 正造 と近代 思 想 」(158頁)は 領 主 に差 し出 した 第1回 目の 上書 を直 訴 の 「原 形」 と して い る 。 だ

が 本論 で は この 第1回 目以 外 の 上書 を 「原 型 」、と捉 える。

⑳ 「六 角家 払 好 始末 」(十 二)の 表 記 に よる。 同(十 …)で は 「陳 情 的 願 書」 と書 い て い るが,内 容 的 に は 「弾

劾 的」 の 方 が実 態 に合 致 して い る。

⑳ 「全 集」 第1巻,247頁 。 「奇 談随 筆」 の なか で,11歳 の ときの体 験 と して記 してい る。,

⑳ た とえ ば地 方 自治 を 「国家 の 統 治 シス テム」 と とらえ る こと は,田 中の 思 想 の とは 合致 しな い。 「自治」 シ ス
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テ ム とと らえ るべ きだが,こ こで は実態 に注 目す る と と もに,ト ー タル な システム の 一つ と して 見 る こ とにす る。

⑳ 翌25Sに も質 問書 追加 に関す る 発言,演 説 要 求が あ るが 議 長 との や りと りに す ぎない。

24本 論で これ以 降 に述べ る よ うに,田 中の 思 想 に深 化が み とめ られ るだ けで は な く,そ の 時 々(政 治 状況)に よっ

て彼 が力 点 をお く箇 所が 異 な って い るた め,直 訴 にい た る思考 過 程 を直線 的 に描 き出 す こ とは で きな い。 本 来 で

あ れば被 害 民の 活動 と政 府 側の 対応 をお りまぜ る こ とに よっ て,権 力 認識 の 推移 をい っそ う明 らか な もの にで き,

田 中の なか で 天皇へ の 直訴 が具 体 的 な イ メー ジ と して浮 かん で くる契 機 が明 白に な る と考 え られ るが 本 稿 で は詳

細 な分析 はお こ なわ ない。

四1897(明 治30)年10月 に執筆 され た 「憲 法 法 律の 保 護 な く訴 え るす べ な き被 害民 の 救 済 に つ き請 願 書 草 稿J

(「全集」 第2巻,480～481頁)の 一 部分 。

㈱ っ ぎの 文章 で あ る。 「我 国憲 法 法律 ア レ ドモ法 律 ハ恰 モ加 害 者 ノ防禦 ノ利 器 ニ シ テ被 害民 ヲ殺 害 ス ル凶 器 ノ如

シ,如 斯 職権 ヲ私用 シ被 害 民 ヲ此境 界 二 陥 ラ シテ ヨリ被 害民 中激 甚 地 ノ村落 ヲ シテ其損 害要 償 ヲ 司法 裁 判 二提 起

スル能 ハザ ル程 二窮 迫 セ シ メタ ルハ如 何」

⑳ た とえ ば同 じ1900年2月 の 日記 の な かで は,「 市 兵衛 ノ犬 」 との表 現が 何 度 も用 い られ てい る(「 全 集」 第10

巻138頁)。 また同 年3月 に発行 され た 「女 学雑 誌 」(第508号)に 寄 稿 した文章 の なかで い くつ もの 「犬 の種 類 」

が あ る と書 い てい る。 層

⑳1900(明 治33)年2月17日 の 「亡 国 二 至 ル ヲ シ ラザ レバ 之 レ即 チ 亡 国 ノ義 二付 質問 書」 の 理 由 に 関す る演 説

のなか で紹 介 され た(「 全 集」 第8巻)。

⑳ 石井 清蔵 「義 人田 中翁 と北 川辺 」(神 岡浪 子 「資 料 近代 日本の 公 割,新 人物 往 来社,1971年,156頁)。

P① 「松 本英 一日記 」(同 上 「資 料 近代 日本 の公 害」,107～108頁)。

BO前 掲 「通史 足尾 鉱毒 事件」,64頁 。 同様 の評 価 は 「正 造 の議 会活 動 に呼 応 して」(前 掲 「田中 正造 」139頁)と

の表 記 に も見 る こ とが で きる。

⑬ この文面 につづ けて,「 不図小 生過 て り。凡 よの 中の乞 食 を して攻 撃 させ ん と しハ 小 生大過 ち候」 と書 い てい る。

鰯4月20日 付 で,「 事実 は 四十 里 間 二横 バ リて 証跡 顕 然 た り。 只 ウラム ラク被害 地 見 分願 の 足 ら ざる のみ 。 独 り

東京 のみ な らず,山 村 の 人 ミニ至 る まで も見分 願 を なすべ し」 と雲竜 寺 ・庭 田恒 吉 らに書 き送 って い る(「 全 集」

第14巻)。

⑭9月15日 付 で,「 請願 之 要 旨ハ 憲法 之 保 護 を受 くるの 一ケ 条 を以足 れ り。 其 内 二損 害 ハ含 ミ居 り候 間,、右 二御

唱導 二而 可然 」 と雲竜 寺 ・関 口幸 八 らに書 き送 って い る(同 上)。

㈲10月28日 付 で 「今 回 ノ請願 ハ賠 償 ヲ要 求 ス ル ニハ ア ラ ズ シテ,其 道 チ ヲ開 ラ ク ノ要 旨ナ リ。 行 政府 ノ関 門 ヲ

開 キ開 カ セテ,夫 レ ヨ リ損 害二 至 ル ノ順 序 ナ リ。法 律 ノ関 門 ヲ破 ル ノ事 実 ナ リ。事 実 克 ク明瞭 タ リ。 漸 ク門 ハ開 カ

レタリ。 而テ国 会二 出 ス願書 ニ ハ将 来 善後 ノ意 見 ヲモ添 ヘザ ル ベ カラズ」と大出 喜平 らに書 き送 って い る(同 上)。

㈱ 注27に 同 じ。

BZ第3回 目の 押 出 しに さきだ って 開 か れた 雲 竜 寺で の 会議 で は,「 大 運動」 をす るこ とが 決 め られ て い る(前 掲

「通 史足尾 鉱 毒事 件▲,85～86頁)が,こ れ は 農民 た ち が考 え た 「大 運動 」で あ って 田 中が抱 いて い る もの とは 合

致 しない。 ここで あ えて 「大運 動 」 とい っ てい る点 を 考 える と,農 民 た ち は田 中 の「大 運動」の 必 要性 を聞 いて い

たの か も しれ ない。

㈱ 「足 尾銅 山鉱毒 問 題 ノ請願 二関 スル 質問 書」'(r全集 」 第8巻,195～197頁)。

⑬gr全 集」 第8巻,210～211頁 。

幽 萩原進r足 尾鉱 毒事 件」(上 毛 新聞 社,1972年)は 群 馬 県側 の実 態 を伝 えてい る。

㈲ 「室田忠 七 日誌 」(東 海 林 「足尾 鉱毒 事 件 にお ける直訴 の位相 」118頁 よ り引用)

㈲ 前掲 「松 本 英一 日記」(114～115頁),・

鰯1896(明 治29)年10月 に雲竜 寺 に栃 木 ・群馬 両 県鉱 毒 仮事 務所 を作 っ たの を皮 切 りに,翌 年春 には 東京 に鉱毒

停 止 請願 同盟 事務 所 を設 置 した りしてい る。

⑭ 森 長英 三郎 「足 尾鉱 毒 事件」 上(日 本 評論 社,1982年)159頁 。
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㈲ 「全 集」 第2巻 。

㈲ 前掲 「足 尾鉱 毒事 件 」 上,165・173頁 。

㈲ かな り長 文 に な る ため,本 文 で 言及 した点1ヵ 所 につ い て紹 介 してお く。す なわ ち 「我 等被 害 民 ガ行 政 府及 帝

国議 会 二捧 呈 セ ル憲 法 ノ保 護 及生 命保 護 ノ請 願 ハ 共二 第十 三議 会 二於 テ両 院 ノ採 用 セ ラ レ タル ニモ拘 ラ ズ,政 府

ハ此議 決 ヲモ 無視 シ テ憲 法上 ノ保 護 ヲ為 サ ・"ルニ ア ラズヤj(r群 馬 県 議 会 史」 第2巻)。

幽 前掲 「足 尾 鉱 毒事 件 」h,171頁 。

99)栗 原 彦 三郎 「義 人 全集,第4編,鉱 毒 事件 下」(中 外 新 論 社,1927年),森 長 英三 郎 「足 尾 鉱 毒 事 件 」 下,

田村 紀 雄 「鉱 毒一 渡 良瀬 農 民の 苦 闘一 」 〔(新人 物 往来 社,1973年)。 な お これ は1978年 に 「川 俣事 件一 渡

良瀬 農 民 の苦 闘一 」(第 三 文 明 社,レ グ ルス 文庫)に 改 題 され てい る〕 な ど。

(50)後 年の1901(明 治34)年10月24H,田 中は 原 田勘 七 郎 に あ て て,「 歳 費辞 退 の理 由ハ 解釈 の 出 来 る もの ハ 日

本 ニ ー 人 もな し。(中 略)日 本 人 も歳 費の 事 の分 るの 日二至 りて こそ,日 本の 開 発 の 機運 二候 」 と書 き送 って い

る(「 全集 」 第15巻,333頁)。

{51)前 掲r公 害 報 道 の 原点 」 に 初期 議 会 か らの 田中 のttt論形成 にむ け た活 動 と,各 紙 の報 道 姿 勢 な どが 詳 し く論 じ

られ てい る。

(52同 上,49～50頁 。

ぽ)永 島 與八 「鉱 毒 事 件 の 真相 と田 中正 造 翁」(明 治 文 献.1971年,399～401頁)。 また 同 年5月24日 の湧 井藤 七

宛 の手 紙 に はf此 間 先 頃 よ り生 ハ此.ヨ ー四,五H間 渡 良 瀬 川沿 岸 に出 没 い た し居 り候」 とあ る(「 全 集」 第15巻,

148頁)。

働 た とえ ば永 島 與 八(同t:,483-490頁 。 なお ここ に は,永 島 が賄 賂 を受 け とっ た と田 中 か ら誤 解 され た との

エ ピソー ドも記 され て い る)。

倒 木下 尚 江 「神 人間 自由j(「 木 下尚江 全集j第11巻,教 文館,107頁)。

倒 その 意 味で,こ れ まで何 人 かが 指摘 した ように,直 訴 に いた る 主体 性 は 田 中 にあ り,石 川半 山 はそ れ を実 行 に

うつす き っか け を提 示 した とい う こ とが で きよ う。

CsZ小 松裕 「田 中正 造 選 集」(以 下,「 選 集」)第4巻(岩 波 書 店,1989年)「 解 説」317～318頁 。

倒 これ は 第1議 会 にお い て民 党 が 破 れ た こ とを受 け,高 田 早 苗の 説 を参考 に して書 いた もので あ る。経 過 につ い

ては 坂野 潤 治(T選 集 」 第2巻,解 説)を 参照 。 一

倒 軍艦 建 造 を認め る こ とを議 会 に 求め なが ら,行 政 費 の削 減 に対 して は,政 府 提 出 原 案の ままで な けれ ば な らず

F一 銭 一厘 」 た りと も減 額 す るこ とが で き ない と,尾 崎 行 雄 の 質 問 を うけ て,渡 辺 国 武 大 蔵 大臣 が 答 え た 問題 。

同上 のt選 集j解 説 を参照 。

㈹ 同1:,317頁 。

C61)r全 集1第2巻,203頁 。

(62)同L,362頁 。

蹴 小 松 は被 害 が深 刻 化 して い く時 期 に 「天 皇陛 下 ノ臣民 」 とい う言葉 が氾 濫 す る といい,そ れ は 「まるで被 害 の

深 化 と軌 を ・にす る か の よ うに 」 多 用 され,1900年 に ピー クに達 す る とい う(前 掲 「田中tE造 にお け る 天 皇 と

憲法 」,75頁)。

⑭ 藤 田省 三は,「 家 族 国家 観 」 はf国 家 を ∫家iの 延 長拡 大 と して理 解 させ よ うとす る もので あ るか ら,天 皇 は

大家 長 で あ り,r臣 民 」 は天皇 のf赤 子」 とな る。(中 略)こ の よ うな 家族 国 家観 が,天 皇制 統 治構 造 の イデ オロ

ギ ッシュ な側 面 と して形 成 され た の は,天 皇 制が 自己 の権 力 を確 立 し,し か も同時 に社 会 主義 勢 力 の始 頭 に よっ

て,そ の 基礎 をゆ さぶ られ は じめ た明 治 三,四 〇年 代 であ った」 と書 い てい る(藤 田省 三 「天 皇 制 国家 の支 配 原

理」 第2版,未 来社,1966年,192頁)。

㈹ た とえ ば1893(明 治26)年11月5Hの 「和 協 の 大 意」 とい う演 説 では,懇 親会 の 終 わ りに 天皇 陛F万 歳 を唱

え る さい に,起 立 しな い ものが あ るが こ れで は い け ない と述べ てい る(r全 集 」 第2巻)。 あ る は い同 年12月13

日の議 会 発 言 で,「 愛 国 ト云 ヒ勤王 ト云 ヒ皆 立法 者 タル モ ノ ・最 モ遵 守 セ ザ ル可 ラザ ル 所 ノモ ノニ シテ皆 無 形 ノ
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モ ノナ リ」 とい って い る(「 全集j第7巻)。 なお 第1章 で紹 介 した 「昔 話」 で は,田 中 自身が 言 葉 をえ らん で明

確 に して いな い が,勤 王 派 に近 い こ と をに おわせ てい る。 もっ とも 「昔 話」 が 連 載 され た1895年 とい う時期 を

考 慮 す る必 要 が あ る。

6θ た とえば 田中が寄稿 した1900年3月25日 号の 「女学 雑誌」 には 「陛 下の臣民」 とい うこ とばが く り返 され てい る。

㈲ 田中が 第2回 議 会 で は じめ て足尾 鉱毒 問題 につ いて 質 問書 を提 出 した と きに は,「 日本 臣民 ハ 其所 有 権 ヲ侵 サ

ル ・コ トナ シ トア リ」 と しる した よう に,「 臣民 」 が使 われ て い た こ とは ま ちが い な い。 だ が そ の後 の 質 問 で は

「人民」 が使 われ る こ とが多 い。

樹 布 川 了 「田 中 正造 直 訴 の真相 」(渡 良瀬 川研 究会 「田 中 正造 と足 尾 鉱毒 事 件研 究 」 第8号,論 創社,1989年)

49頁 。

醐 この点 で,「 直訴 状 」 とい う表 記 は 適切 で は ない か も しれ な い。 だ が本 稿 で は,天 皇 に直 接 ア ピー ル した とい

う意味 で 「直訴」 とい う言 葉 を用 い,そ の 直訴内容 が書 かれ た書状 で ある か ら 「直訴状 」 の こ とば を使 って い る。

(こ に し と くお う)
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